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2000人集い札幌市でがん征圧全国大会
若い力で啓発を

過去
最大
規模
　札幌市のさっぽろ芸術文
化の館（ニトリ文化ホー
ル）で９月13日に開催さ
れた2013年度のがん征圧
全国大会は、2000人が集
う過去最大規模の大会にな
った。特徴的だったのは、
同市内の高校生や看護学生
約500人を招いたり、大学
生が北海道アピールを発表
したりするなど、若さが前
面に打ち出された点だ。「若
い力、いのち輝け、北斗の
指針」という大会テーマに
ふさわしく、「若い世代に
よるがん征圧」を全国に発
信する大会になった。
　「がん征圧月間」の９月
は各地で様々なイベントが
開催される。がん征圧全国
大会はその草分け的なイベ
ントで、今年は46回目。
北海道では1990年以来23
年ぶり３回目になった。
　主催者を代表して北海道
対がん協会の菊地浩吉会長
が「偉大な先人は、がん予
防・撲滅という高い理想を
掲げて北海道の対がん協会
を設立しました。それが84
年前の９月13日。期せず
して今日です。がんは若い
時代からの予防、知識の啓
発が極めて大切です。この
大会が皆様にがんを考えて
いただく契機となり、若い
力によってがんに負けない
社会の実現につながること
を願っております」と開会
の言葉を述べた。
　続いてあいさつに立った
日本対がん協会の垣添忠生
会長は、がん検診を中心に

者である鹿児島県総合保健
センターの徳重美保子さん
に垣添会長が賞状を贈呈。
全国の支部の永年勤続表彰
者89人を代表し、北海道
対がん協会の横堀峰義さん
が垣添会長から表彰状を受
け取った。
　北海道アピールは、女子
大生たちのがん啓発団体リ
ボンムーブメントの北海道
支部のメンバーら２人。最
後に、札幌の初夏を告げる
盛 大 な お 祭 り 、 Y O	
SAKOIソーラン祭りより、
コカ・コーラ札幌国際大学
のチームがよる力強い演舞
を披露。若者を意識した大
会を若者が締めくくった。
　がん征圧全国大会は、日
本対がん協会と北海道対が
ん協会が主催した。朝日新
聞社の特別後援、厚生労働
省、日本医師会、北海道、
札幌市、北海道医師会、北
海道新聞社、ＨＴＢ北海道
テレビ、北海道健康づくり
財団、北海道健康をまもる
地域団体連合会の後援を受
けた。
　来年度は福岡市で開催さ
れる。

活動してきた日本対がん協
会の歴史を踏まえたうえ
で、「ここ十数年、がん患
者さんや家族を支援する活
動を様々に展開していま
す。がん相談電話に、小中
学生へのがん教育、がん患
者支援イベントのリレー・
フォー・ライフも今年は全
国41会場を数えます」と
活動の広がりを紹介。「国と
民間がお互いに相補完して
がっちりと手を組み、血の
通ったがん対策を進めたい
と考えています」と決意を
述べた。
　その後、来賓のあいさつ
が続いた。
　田村憲久厚労大臣の祝辞
を椎葉茂樹・厚労省がん対
策・健康増進課長が代わっ
て紹介。横倉義武日本医師
会会長の祝辞を同副会長の
羽生田俊・参議院議員が披
露した。さらに、高橋はる
み北海道知事の祝辞を窪田
毅北海道知事室長が、上田
文雄札幌市長の祝辞を井上
唯文副市長が、それぞれ代
読した。
　次に、がん征圧活動に貢
献のあった方々を顕彰する
日本対がん協会賞の贈呈。
対がん協会賞「個人の部」
に選ばれた狩野敦・いわて
健康管理センター長
（76）、佐久間正祥・水戸
赤十字病院名誉院長（70）、
中川原章・千葉県がんセン
ター病院長（66）、永山
孝・介護老人保健施設かり
ゆしの里施設長（70）＝
沖縄県＝、原信之・福岡県

すこやか健康事業団会長
（74）、森下立昭・香川県
医師会会長・同県総合健診
協会会長（83）に、垣添
会長が表彰状を贈った。引
き続いて「団体の部」。千
葉県東金市（志賀直温市長）
と富士市医師会胃腸疾患研
究会（樫村弘隆会長）に垣添
会長が表彰状を贈った。
　対がん協会賞の特別賞・
朝日がん大賞の札幌医科大
学元学長で北海道対がん協
会の菊地浩吉会長（81）
には朝日新聞社の藤井龍也
取締役から表彰状と副賞
（100万円）が贈られた。
　受賞者を代表して菊地会
長が「がんの予防・検診に
対する功績は北海道対がん
協会全員の長年にわたる実
績です。がんの免疫の研究
は、長年苦楽をともにした
札幌医大第一病理の諸君の
研究成果にあり、現在のが
んに対する考え方、がんの
臨床・予防に連なることを
評価していただいた」と受
賞の言葉を述べた。
　今年度のがん征圧スロー
ガン「がん検診　いつ受け
るの　今でしょ！！」の作

菊地・北海道対がん協会会長（右）に朝日がん大賞が贈られた
＝9月13日、札幌市のさっぽろ芸術文化の館（ニトリ文化ホール）
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　「検査業務を嘱託する
1970年６月１日」
　当時の北海道対がん協
会・広瀬経一会長名による
辞令がある。
　給料は２万1505円。大
阪万博が開催された年。大
卒の初任給が約４万円、か
けそば一杯100円の時代。
「あの頃じゃ高給だよ」と
目尻が下がる。
　対がん協会とのかかわり
はその４年前の66年にさ
かのぼる。北海道大学医学
部時代の指導教授でもある
武田勝男先生から、子宮が
んの細胞診検査に出向くよ
うにと言われた。
　以来半世紀近く、北海道
を舞台に免疫研究者とし
て、対がん活動の牽引者と
して過ごしてきた。
　「がんに対し自分の体で
免疫が成立するか」未知の
世界を研究課題とし、医療
過疎といわれた北海道に対
がん活動を根づかせたのは
――まさに開拓精神だ。

　紙一重の運命と 
　育まれた開拓精神

　1932（昭和７）年、樺
太（現・サハリン）真岡町
の真岡第３小学校の宿直室
で産声をあげた。小学校の
教員だった父の勤務先だっ
た。オシメをしながら校舎
の中を走り回り、教室で遊
んだ。
　13歳で終戦。８月18日
に、漁船に引かれるはしけ
で樺太を出て、稚内港に到
着、洞爺湖そして室蘭で生

　「山は動けない。山があ
るのだからこちらから行く」
　検診車によるがん検診を
日本で最初に実施した黒川
利雄・元東北大学教授の名
言通り、検診車が道内をく
まなく走り、過疎地まで出
向き、がんや生活習慣病の
知識を広めていった。
　1929（昭和４）年、当
時のがん研究の最先端をい
く研究者、今裕や市川厚一
などによって設立された北
海道対がん協会は幾多の苦
難を乗り越えて、がん対策
を牽引し発展してきた。
　北大、札幌医大を通じ、
たくさんの医師や研究者ら
を育ててきた。
　「勉強と小便は自分です
るもんだ」とユーモアたっ
ぷりに、「同級生に信頼さ
れ医師になれ」と、同じ釜
の飯を食べた仲間と過ごす
時間の大切さを諭した。
　「若い力、いのち輝け、
北斗へ指針」
　９月13日のがん征圧全
国大会のスローガンに、若
い人にかける菊池さんの思
いが詰まっている。

沢で過ごす。高校時代、こ
んなエピソードがある。当
時、洋画の活動弁士松井翠
声として活躍していた。
　敗戦後の日本では英語が
流行、英語が堪能な翠声は
講演で日本中を回ってい
た。復興を米国の開拓精神
と関連付けた翠声は
「49ERS」と黒板に書い
た。意味がわかる人と問う
たが、教師も含めだれも答
えない。中学時代英語部に
所属し、歌っていた開拓時
代の歌「いとしのクレメン
タイン」を思い出したので
「forty	 niners、フロンテ
ィア・スピリッツ」と答え
た。翠声からは後日、著書
の英会話本が送られてき
た。

　AFP通信で研究成果が 
　世界に配信される

　岩見沢の自宅から通学で
きる北大の医学コースへ。
武田教授のがんの講義が面
白く、がんを選択、病理を
専攻し大学院に進学した。

そこで伴侶と出会う。ラッ
トによるがん自家免疫実験
に成功するなどの業績を上
げていた辻由生子さんだ。
　「学部を１番で卒業した
んですが、優秀さをひけら
かす人ではなかったです
ね。データの整理などが上
手で、几帳面でした」（由生
子さん）
　30歳で学位取得、北大
癌免疫研究施設助手となり
結婚。66年に北大医学部
の講師に就き、人がん免疫
研究の先駆者・サーザム教
授（米ニューヨーク、スロ
ーン・ケタリング癌研究所）
のもとで人がん免疫の研究
に没頭した。
　そこで同系動物の「がん
細胞が自家リンパ球で壊さ
れる」画像撮影に成功。米
のがん学会で発表したら
AFP通信が映像を世界に
配信した。「世界に通用する
研究」だった。
　抗リンパ球モノクロナー
ル抗体の開発、自己のがん
細胞に対するキラー細胞ク
ローンの存在、その標的と
なるペプチド分子の発見
……多大な研究業績を残す。
　同時に、がん免疫機構の
解明成果に基づき、早期で
の発見・診断・治療が、が
んには効果的な手段である
と考え、啓発と予防にも注
力、実践することになる。

　山があるから、 
　こちらから行く

　広大な北の大地。医療過
疎の時代が長い。

免疫研究・北海道の　　　
　　　　がん予防に貢献朝日がん大賞

札幌医科大学元学長
北海道対がん協会会長 菊地 浩吉氏（81歳）

活を始めた。樺太を出るの
が２日遅れていたら、旧ソ
連軍による、「地獄絵図」
と称される惨劇に巻き込ま
れていた。
　父の影響で読書が大好
き。本棚にあった世界文学
全集、豊臣秀吉の破天荒な
人生を浮き彫りにした矢田
挿雲の長編小説『太閤記』
をむさぼり読んだ。海外小
説ではデュマの『岩窟王』
が印象に残っている。
　中学、高校は室蘭と岩見
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　神経芽腫の自然退縮と悪
性増殖のカギを握る遺伝子
を見つけたい――九州大学
医学部小児外科助教授（当
時）のポストをなげうっ
て、２度目の米国留学を決
意する。それが43歳のと
きだった。
　留学直後、カギを握る遺
伝子を特定し、帰国後は千
葉県がんセンター研究所に
所属。多数の重要な新規遺
伝子を発見、いくつかは新
薬開発の標的分子となり、
新薬開発や新しい治療抗体
となる可能性が見つかって
いる。
　座右の銘である「僕の前
に道はない。僕の後に道は
できる」という高村光太郎

　名誉院長となり第一線か
ら身を引いたが、いまでも
週４日は診療や検診に従事
する。加えて水戸赤十字病
院の外科症例検討会に出席
したり、手術に立ち会った
りもする。
　「現場が好きだから」
　自身を外科医として育て

の言葉そのものの研究者人
生である。
　その言葉に出会ったのは
中学生のころ。中学に上が
った春、歯科医だった父を
胃がんで亡くした。
　「体の中でがんがどのよ
うに体を蝕んでいくのかを
知りたい」と思ったのが外
科医になるきっかけだっ
た。
　父は在宅で十分な栄養も
摂れず、がんの激痛に苦し
んだ。その光景を胸に現在
は、在宅緩和ケア医療など
患者・家族支援の充実に尽
力する日々でもある。最先
端の治療法開発を担うがん
専門病院として、「地域社
会で在宅患者さんをいかに
支え、いかに生活の質を高
めるかも大事な役割です」
と話す。直面する重要な課
題を語る声は穏やかだが、
情熱と気概が込められてい
る。

てくれたのは、診断し、手
術で切り取った後の腫瘍を
標本にしたり病理検査をし
たりするなど臨床の現場だ
ったからと振り返る。
　実家が産婦人科医院で、
長男。医者になるのに迷い
はなかった。医学部を卒業
し、1970年に群馬の公立
伊勢崎病院を皮切りに済生
会宇都宮病院、国立霞ヶ浦
病院などを経て、故郷の水
戸赤十字病院外科に勤務し
た。
　がん検診との出会いは、

胃カメラをかついだ時代から、検診50年
いわて健康管理センター長　狩野 敦氏（76歳）

沈思黙考そして実践―がん研究と患者支援
千葉県がんセンター病院長　中川原 章氏（66歳）

外科医は謙虚な気持ちが大事
水戸赤十字病院名誉院長　佐久間 正祥氏（70歳）

日本対がん協会賞
個人の部

茨城県総合検診協会の胃癌
検診読影委員に就任した
82年。
　以来30余年、早期・進
行がんの患者の診療や手術
に携わりつつ、１日250人
の読影に携わってきた。手
術で経験した症例とイメー
ジしながら読影できるのが
外科医のメリットだと語る。

なにより、手術が成功した
ときの達成感が外科医の本
望だとも。「でも患者さんに
対する謙虚な気持ちが大
事」とも話す。
　働き盛りの30～40代へ
の啓発が今後のがん対策の
ポイントだという指摘は、
検診率向上のヒントになる
だろう。

　釣りが趣味。好きが高じ
たわけではないが、インタ
ーン医としての研修先に気
仙沼の公立病院を選んだ。
たまたま診察に訪れていた
大学での指導教授・山形敞
一先生に、「君は消化器が
いいなぁ」と言われたのが
消化器内科へ進むきっかけ
となった。
　1963年27歳で東北大学
消化器内科に入局し大学院
生として勉学に励む傍ら、
宮城県対がん協会が実施す
る県内の検診現場に足を運
んだ。
　「内視鏡（胃カメラ）をか
ついで、小さな診療所や公
民館での検診に出向いてい
ました」と当時を振り返

る。
　学位取得後も大学病院に
所属しながら、宮城県対が
ん協会胃腸科科長として検
診事業に取り組んでいた。
70年に山形先生の薦めが
あり岩手医科大学の助手と
して赴任することになっ
た。ここでも胃カメラを携
え、県内の胃がん検診に従
事する。
　以来約30年にわたり、医
科大学教授や県・市立病院
長などを務めながら、多い
時は年間3,800人の出張内
視鏡検診の現場に赴いた。
　「健体康心」を心がけ、
診療や講演等でも話をする。
　岩手県対がん協会の唯一
の常勤医師として76歳の
いまも８時からの診療を実
践する。がん予防や精度管
理に関する著書を執筆する
など、啓発や後進育成にも
務める日々だ。

　「進行がんで末期の患者
さんの苦しむ姿が忘れられ

ない。だから検診を受け、
早期発見・早期治療の大切
さを丁寧に、わかりやすく
患者さんに説明してきまし
た」
　1964年から広島で医学
生・研修医時代を10年間
過ごし、帰郷して琉球大学

いつでも受診可能に―検診率アップが早期発見につながる
介護老人保健施設
かりゆしの里施設長　永山　孝氏（70歳）
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　「先を考えつつ、前へ、
前へ」が信条だ。
　総合健診協会会長に就任
した2004年、日本で２台
目となるデジタルマンモグ
ラフィ機器を搭載した検診
車を導入し、乳がん検診率
を飛躍的に向上させた。
　啓発にも目配りをおこた
らない。2005年に医療関
係者や、国際ソロプチミス
ト高松などの女性団体とと
もにピンクリボンかがわ県
協議会を立ち上げる。活動
の輪は一般市民を巻き込ん
だ取り組みになる。
　「欧米では70%を超えて
いるという乳がん検診率だ
が、日本では約25%と理解
が浸透していない、関心が
ないという人が多い。少し

でも関心をもってもらいた
かった」と語る。
　1957年に岡山大学医学
部を卒業後、同大医学部第
一内科医局を経て、香川・
四国鉄道病院に赴任したの
が32歳のとき。
　６年後に内科医院を開設
し、かかりつけ医として住
民の健康維持に努めてき
た。
　開院当時は専門とする循
環器系の疾患対策が中心だ
ったが、生活習慣病なども
あり、がん対策の重要性が
増してくる。
　80年に県医師会理事に
就任、04年からは県医師
会や総合健診協会、がん対
策推進協議会など十指を越
える会長を務め、現在も県
のがん対策推進の中心的存
在だ。
　学生時代から続ける登山
や家族サービスを兼ねた国
内外旅行に自由に時間を割
けない日々は当分続く。

県のがん対策推進を牽引し続ける
香川県総合健診協会会長
香川県医師会会長　　　森下　立昭氏（83歳）

先進的内容を取り組んだ検診で受診率アップ
千葉県東金市（志賀直温市長）

日本対がん協会賞
団体の部

　千葉県の中東部に位置
し、のどかな田園風景の広

がる人口約６万人の都市
だ。2008年から肺がん以

保健学部附属病院に勤務し
ていた時のことだ。
　生まれ育った沖縄県糸満
市に、産婦人科医院を開院
したのは40歳の誕生日だ
った。日々患者さんに接
し、検診の重要さを話し
た。
　母が助産婦（当時）で、
第二次大戦後、糸満市立病
院の婦長を務め、幼い頃に
かわいがってくれた院長が
産婦人科医だった。そんな
環境があったのか、医局解
体を叫ぶ大学紛争を経て入
局したのは産婦人科だっ
た。
　糸満で開業後は、診察に
加え、医師会の役員も務め

てきた。住民がいつでも実
施医療機関で検診を受ける
ことができるような個別方
式に変更するのに、市との
交渉や調整に注力した。そ
の結果、糸満市の子宮頸が
んや乳がんの受診率は向上
し、早期発見につながって
いる。
　娘さんも産婦人科医とな
り、現在は琉大医学部附属
病院で婦人科系腫瘍医とし
て勤務する。母と永山さん
と娘さんの三代、女性医療
が舞台。この４月に施設長
として赴任した老健施設で
は男性の診察がある。「経験
がない、初心者です」と笑
顔で話す。

　競争激化の福岡県のがん
検診事業にあって、検診機
関の重要な任務の一つとし
て精度管理の徹底、すなわ
ち「検診結果の追跡調査の
実効」をあげる。要精密検
査者へ受診勧奨をしたり、
精検内容の臨床病期・術後
病期を調査したりして、検
査結果を分析・評価できる
レベルにまとめている。
　それには専門に対応する
人材が必要だが、事業団に
は「学術研究センター」が
設置され、調査研究を担う
保健師などが10人配置さ
れている。受診勧奨なども
行い、精検受診率は90％
を超える。結果は年度報告
書としてまとめ、大学教授
など専門委員の指摘を受
け、ブラッシュアップを図

る。質の高い調査・分析が
信頼ある検診につながって
いる。
　県のがん対策では、がん
登録推進と検診とを融合さ
せ、住民の健康維持を目指
す。「自治体財政の健康にも
つながります」と笑う。モ
ットーである＜日々に新た
に、また日に新たなり＞を
実践する。
　1966年九州大学医学部
を卒業後、同大胸部疾患研
究施設や九州がんセンター
呼吸器部長、九大教授や福
岡東病院院長などを歴任
し、2006年に福岡県対が
ん協会（当時）の会長とな
った。
　現在も平日の午前中は事
業団の健診センターでマン
モや胸部X線の読影、禁煙
外来などに携わる日々を過
ごす。休日はショッピング
や映画・美術鑑賞や音楽
会、まとまった休みには神
社仏閣・島巡りの旅行を夫
人と楽しむ。

レベルの高い精度管理が検診の信頼につながる
福岡県すこやか
健康事業団会長　原　信之氏（74歳）



（ 6 ） 	 対 が ん 協 会 報

り、X線撮影方法の改善、
生検を実施することを薦め
られたりする。間接撮影で
異常なしといわれ、数カ月
後に胃がんが見つかった
り、レントゲンフィルムで
は多発性潰瘍との所見だっ
た症例で生検を実施したら
早期がんが発見されたりし
た。

　川村統勇第４代会長時代
の10年ほど前から、大学
から消化器病理医を年２
回、講師として招き、病理
学的解説をまじえた診断技
術の習得に努めてもいる。
フィルム読影から内視鏡な
ど画像診断に変わったが、
症例検討に対する熱意は変
わらない。

福井県健康管理協会
桑島貴幸
三重県健康管理事業センター
一志浩司、北畑睦、森田智
也
滋賀県健康づくり財団
牧野こず恵、田中智
京都予防医学センター
坂中貴光、宮下友紀子、宇
野剛、高屋晶嘉、大上一夫
川東由美子
和歌山県民総合健診センター
鈴川真也、津越さやか
鳥取県保健事業団
山名庸代、田中正樹
山口県予防保健協会
杉野隆司、板垣多樹郎、河
野昌幸、吉兼由加、徳本貢
とくしま未来健康づくり機構
中野将男
愛媛県総合保健協会
大石茂雄、和田義史、松浦
正
高知県総合保健協会
九谷浩平
佐賀県総合保健協会
中島秀樹、福山裕美
長崎県健康事業団
中島真輝子、前田昌宏
熊本県総合保健センター
三浦功仁、井手将文、山村
和美
鹿児島県民総合保健センター
家村和千代
沖縄県総合保健協会
喜納はるみ、上原祥子、伊
禮多美子

北海道対がん協会
横堀峰義
青森県総合健診センター
成田勝人、山本晃子、成田
大介、平井圭、山本晋也、
今村倫
岩手県対がん協会
橋本康二
宮城県対がん協会
大友美智子、齋英則、中川
勝幸
秋田県総合保健事業団
遠藤徹、佐々木浩孝、持田
重弘
やまがた健康推進機構
寺嶋幸雄、阿部佳織、加藤
里美、附田順子、長岡範
恵、後藤明美、齋藤知子、
佐藤健也、伊藤学、齋藤
恵、佐藤和佳子、附田清、
冨樫瑞保、横山陽子、大場
俊彦、山田美穂、木島秀
之、小関智、梅津聡美
茨城県総合健診協会
藤枝聡、鈴木弘樹
栃木県保健衛生事業団
鈴木礼子、中村好宏、藤田
武志
群馬県健康づくり財団
都丸恵子、三田公子、清水
克浩
ちば県民保健予防財団 
廣部重彦、永井秀昭、五十
嵐春樹、佐藤昌弘、宮内暢
子、神保直美
長野県健康づくり事業団
丸山健治、坂田和美、堤武
志、荒井美穂、蔵之内利絵

永年勤続表彰者　26団体 受章者89人

消化器疾患の診断確立に勉強会を43年
富士市医師会胃腸疾患研究会（樫村弘隆会長）

　「『この間紹介した患者さ
んはいかがですか』『手術結
果は……』といった、開業
医と手術をした医師との顔
の見える診療情報のやり取
りができるのがとても重要
です」と指摘するのは第５
代会長の樫村弘隆医師。
　富士市を中心とした開業
医や勤務医が、検診や診断
の精度向上を目的に勉強会
を開催し、地域住民の消化
器がんの早期発見・早期治
療につなげている。43年

間開催され、この７月で
425回を数えた。
　富士市はその名の通り、
富士山の南、静岡県東部に
位置する人口約26万人の
都市だ。
　市医師会に1969年10月、
静岡や浜松などに次ぎ、消
化器系疾患の研究会「胃疾
患研究会」が発足。83年
に現在の名称となった。
　研究会では会員が診療で
の症例を持ち寄り、見落と
すような影を指摘された

外の検診を同じ日に実施す
る方法を県内で最初に導
入、一つの項目に申し込ん
でいれば当日でも他の項目
を追加することが可能とい
う住民サービス重視の検診
に変更した。
　その結果、導入前と比較
し、胃がんの受診率が
8.4%から16.6%と約２倍に
伸びたのをはじめ、大腸、
乳房、子宮の各がんも約
10%向上した。肺がんは特
定健診導入で別の日に実施
していたが、10年から同
日実施、事前申込みも不要
としたら、29.7%まで落ち
込んだ受診率が40.9%まで
回復した。
　志賀直温市長は「生活習
慣病予防への取り組みの必

要性と受診者の利便性を図
る体制づくりが受診率アッ
プに結実した」と振り返
る。
　11年度からは、ちば県
民保健予防財団と協働し子
宮頸がん検診に液状化検体
法やHPV検査を導入する
など、精度の高い検診事業
を展開する。
　受診の低い40代男性に
は大腸がんクーポン券を配
布したり、受診率の低い地
区への出前講座を実施した
りするなどの課題を踏まえ
た普及・啓発活動による対
策も講じる。
　市民の健康寿命を伸ばす
ことは、医療費の抑制対策
につながるという施政でも
ある。
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　2013年度がん征圧全国大会記念シンポジウ
ムが大会前日の９月12日午後、札幌市の東京
ドームホテル札幌・クレストホールで開かれま
した。テーマは「新しいがん検診のあり方を探
る～乳がん～」です。日本対がん協会は、様々
な手法の開発が進むがん検診について、現時点
でどんな方法が適切なのかを調査する「がん検
診委員会」を設けて検討を進めています。その

一環として、2012年度のシンポジウムでは胃
がんと子宮頸がんをテーマに取り上げました。
2013年度は、乳がん検診をテーマに、それ単
独では有効性を示す根拠がないとされる視触診、
現在大規模な研究が進行中の超音波などについ
て、4人の専門家が突っ込んだ議論を展開しまし
た。このシンポジウムは、日本対がん協会と北
海道対がん協会が主催しました。

視触診の併用は必要か？  超音波検査の効果は？

2013年度がん征圧全国大会記念シンポジウム
「新しいがん検診のあり方を探る ～乳がん～」

乳がん検診をテーマに専門家らが熱く討論

　――　がん征圧全国大会
に全国からお集まりいただ
き、本当にありがとうござ
います。これから大会記念
のシンポジウムを開催いた
します。日本対がん協会で

は、厚生労働省の「がん検
診のあり方に関する検討
会」の議論を踏まえつつ、
がん検診グループとしての
がん検診のあり方を提示し
ていくため、がん検診委員

基調講演：大内氏

戦略研究J-STARTと
乳がん検診の在り方

会を設けて検討をしており
ます。今日のシンポジウム
もその一環と位置付けてい
ます。
　乳がんに関しましては、
皆様のご協力をいただいて
おりますJ-STARTを外し
て考えるわけにはいきませ
ん。40歳代の女性を対象
に、マンモグラフィを中心
とする今の標準的な方法
と、それに超音波を加える
方法を比較する試験です。
その中心となっていらっし
ゃる東北大学の大内先生を
初め、乳がん検診にかかわ
っていらっしゃる先生方、
並びに国の立場を説明して
頂こうとがん対策・健康増
進課の椎葉課長にもご出席
をいただいています。会場
を交えて議論を深めていき
たいと思います。
　まず、その大内先生に基

調講演をお願いしたいと思
います。
　大内　皆さん、こんにち
は。私は恐らく５年に１度
ぐらい、このシンポジウム
でお話しさせていただいて
いるかと思います。今年
は、戦略研究を含めて、乳
がん検診の現状についてお
話ししながら、今後の課題
について皆様と議論したい
と思います。
　J-STARTのことをお話
しする前に、厚労省に設置
されております「がん検診
のあり方に関する検討会」
について説明いたします。
　10年ほど前、日本対が
ん協会の垣添忠生会長が座
長をされていた検討会（が
ん検診に関する検討会）で
五つのがん検診について報
告がありました。その後ブ
ランクがあり、昨年から再

大内憲明氏

大内　憲明氏（おおうち・のりあき）	東北大学大学院医学系研究科教授・同科長・医学部長
椎葉　茂樹氏（しいば・しげき）	 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長
平田　公一氏（ひらた・こういち）	 札幌医科大学教授・同附属病院長
仁賀木由紀子氏（にがき・ゆきこ）	 福岡県すこやか健康事業団新健診システムプロジェクトチーム・保健師

司会：日本対がん協会マネジャー　小西宏

パネリストのみなさん
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び同じようなテーマで検討
会が開かれています。
　今日、厚生労働省がん対
策・健康増進課長としてお
見えの椎葉茂樹課長は、垣
添先生が座長をされたとき
の検討会の担当でした。
10年ぶり、今度は課長と
して戻られたということ
で、記憶を呼び戻していた
だければより内容の濃い話
になるかと思います。

　まず子宮頸がん検診
　厚労省検討会

　今の検討会では最初、子
宮頸がんについて３回ほど
議論を重ねました。HPV
のDNA検査がテーマだっ
たわけですが、その検査の
検診への導入については、
日本としてデータが少ない
ということで見送ることに
なりました。
　しかし、実態調査なども
含めた研究を、ということ
で、今年度、研究班（代表
研究者・青木大輔慶應義塾
大学教授）がスタートしま
した。４回から７回の会合
では、検診の受診率向上、
精度管理をどうするかとい
う議論が重ねられました。
　後のパネルディスカッシ
ョンで議論になるかと思い
ますが、中間報告には、受
診率向上のためには今の健
康増進法、市町村事業によ
るがん検診だけではなく
て、職域、つまり保険者、
事業者、あるいは企業など
との連携が必要ではないか
ということを書き加えてい
ます。将来的に全国民がこ
の検診の対象となるように
という書きぶりになってい
ます。
　その仕組みについて今
後、厚労省内で検討される
と思いますけれども、後ほ

診での発見例のうち、視触
診だけで発見されたのが、
わずかに3.7％でした。た
だし、要精検者も増えてい
ます。マンモグラフィ単独
に比べればというか、さら
にそれを押し上げる形にな
り、視触診をすることによ
って要精検率が上がってい
るのです。
　もちろん陽性予知度も低
くなるわけです。ですの
で、がん発見率も全体の
0.01、マンモグラフィ単独
の場合0.31ですから、いか
にパワーが低いかというこ
とがこれでわかるかと思い
ます。
　一方、年齢階級別に見た
場合に、無視できないこと
が浮かんできます。それは
40歳代では視触診単独で
発見される乳がんの割合が
9.5％と、ほかの年代に比
べて圧倒的に多いというこ
とです。
　マンモグラフィの弱点で
あるデンスブレスト（高濃
度乳房）に対して、（視触
診には）補完的な作用があ
るのではないかというのが
見てとれます。ですから、
40歳代は極めて慎重に考
えないといけません。
　宮城県ではがん登録が整
備されているので、こうい
ったデータを調べることが
可能になります。マンモグ
ラフィ検診が行われるよう
になってもう二十数年たっ
ていますので15年生存率
が見えます。マンモグラフ
ィを併用したグループが生
存率は高い。

　感度低下が顕著
　40歳代のマンモ

　一方で年齢階級別にみる
と、マンモ検診といえど
も、やはり40歳代は感度

ど椎葉課長から紹介される
のではないか、と思います。
　さて、乳がん検診です。
皆さんは、視触診をいつま
で続けるのか、懸念されて
いると思います。
　30年以上前、富永祐民
先生が班長で行われた研究
班のデータによりますと、当
時の視触診での乳がん検診
では死亡率減少効果が証明
されないということでした。
　この後にケースコントロ
ールスタディーも宮城、群
馬など４県のデータが報告
されましたが、いずれも、
それを証明できなかったわ
けです。
　2004年３月、今から10
年前のがん検診検討会の最
初のとき、乳がん・子宮頸
がんに関する見直しについ
て報告がありました。垣添
先生が座長で、私も参加し
ました。明記されたのが、
「マンモグラフィによる検
診を原則とする」ことで
す。ただし、付記された事
項があります。「年齢による
乳腺密度やマンモグラフィ
による検診体制の整備状況
を考慮して、当分の間は視
触診も併せて実施すること
とする」ということです。
　もう一つ重要なことは、
対象年齢を40歳以上とし
ながらも、「30歳代の視触
診単独による検診及び超音
波による検診については、
今後引き続き調査・研究を
進める必要がある」と書き
込んでいることです。よく
ぞここまで書いた、と今さ
らながら思っていますが、
この一文があったというこ
とがJ-STARTにつながっ
たのかなと思っています。
　世界の乳がん検診をみて
みましょう。欧米の先進諸
国はすべからくマンモグラ

フィです。CBE（clinical	
breast	 examination）と
いうのは付加的に使われて
いるだけであって、これが
主体でやられているところ
はどこもありません。
　韓国も2002年から始め
ました。日本は50歳以上
が2000年から、40歳以上
は2004年から入っていま
すので、これで全ての国が
入ったわけですが、問題は
40歳代に導入している国
は世界の３分の１以下だと
いうこと、ほとんどの国の
検診間隔が２年から３年に
１回だということです。40
歳代は常に議論になりま
す。なぜかといいますと、
マンモグラフィは乳腺濃度
に影響されるからです。

　「根拠あり」マンモ
　「根拠なし」視触診

　視触診についてもう一度
振り返ってみたいと思いま
す。先ほども言いましたよ
うに、第１点は、先ほどの
富永レポートのほかに、ケ
ースコントロールスタディ
ーで明らかになったこと
は、死亡率減少効果は証明
できなかったということで
す。マンモグラフィにはそ
の根拠がある。しかし、先
ほどの報告、それから厚労
省の健康局長通知にもある
ように、視触診が併用され
ている。
　その視触診のデータは今
どうなっているのでしょうか。
　直近４年間の仙台市の乳
がん検診の結果について見
てみました。大変おもしろ
いことがわかってきまし
た。このデータは全部で
17万9000人、約18万人の
データです。
　発見されてくる乳がん、
マンモグラフィプラス視触
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が71％と、50歳以上と比
べてかなり低いことがわか
ります。視触診単独の場合
はもっと下がる。全ての年
齢でマンモグラフィを併用
したほうが良いのですが、
40歳代ではマンモグラフ
ィを併用しても、感度は下
がるというのが実態です。
　2007年に施行されたが
ん対策基本法に、基本理念
として「科学的知見に基づ
く適切ながん医療」が盛り
込まれています。EBMに
基づく医療ですが、がん検
診もそうあるべきだとうた
われているわけです。
　黒川清先生が座長を務め
ますアウトカム研究班
（「戦略的アウトカム研究策
定に関する研究」班）が、
糖尿病の戦略的アウトカム
研究に続いて、がん対策の
ためのアウトカム研究に
2006年度からとりかかり
ました。そのときにがん対
策のための戦略的アウトカ
ム研究としてJ-STARTが
始まったわけです。
　これは、今のような背景
をもとに超音波を何とか乳
がん検診に活用できないか
確かめるものです。ただし
それは制度の整備、20年
ほど前に苦労してつくった
マンモグラフィの標準化と

つの出張検診はいずれかの
方法で統一する、という方
法を組んだのですが、それ
もだんだん減っていき、個
別無作為化がどんどん増え
ました。
　最終年度は96.2％が個別
無作為化になりました。日
本でもこのようなRCTが
できるということの証明に
なったと思います。健康な
女性、40歳代に一人ひと
り丁寧に説明するというこ
とですが、それができると
いうことです。
　現状を申し上げますと、
２年後、２回目、同じ検診
を受けて、プライマリーエ
ンドポイントは、中間期が
んがわかりますから、感
度・特異度が測定できま
す。あとは、セカンダリー
エンドポイント、発見され
た乳がんの進行度を見て死
亡率を推定することです
が、問題は把握率です。
　その７万6000人という
方々を、できれば一人残ら
ず全部把握したいわけです
が、現実にはそうはいきま
せん。検診を続けて受けて
いる方は75％ぐらいです。
これは極めて高い数値で
す。多分日本一高いと言わ
れている宮城県対がん協会
が行っている乳がん検診で
さえ繰り返し受診率は50
％未満です。
　しかしながらJ-START
全体で75％ということは、
参加されたかたのモチベー
ションも上がっているのだ
ろうと思われます。
　あとの25％をどう把握
するか。ここがキーポイン
トでして、国際的な標準、
RCTのいわゆる高度な研
究は未把握率が５％以下で
すので、それを目指してい
ます。現在のところ、それ

同じような形で、超音波に
よる検診の標準化ができな
いか、ということが第１点
と、同時にRCT（無作為
化比較試験）を組んで、き
ちんと超音波検診の有効性
を判断しましょうというこ
との両輪です。大変な研究
です。目標症例数は片群
５万人、合わせて10万人。

　空前の規模の研究
　国を挙げて始動

　こんな大規模な試験は今
まで想定されたことがなか
った。果たして日本で実施
できるのか大きな疑問でし
た。マンモグラフィです
と、レントゲン写真１枚
で、技師の教育、医師の教
育で読影がきちんとできれ
ば第三者も判断できるわけ
ですが、超音波の場合はそ
うはいきません。画像はリ
アルタイムで、しかも精度
管理上いろいろな問題があ
る。
　厚労省の大臣官房厚生科
学課とがん対策推進室（現
がん対策・健康増進課）、
それと日本対がん協会にが
ん戦略研究推進室を設けて
いただき、国を挙げての研
究ということで行ってきま
した。
　最初に超音波検診の標準

化。これは大変です。超音
波の得意な方はいらっしゃ
いますが、それを教育した
り、第三者がわかるように
マニュアル化したりできる
か、といったことはほとん
ど手つかずの状態でした。
　講習会についてはマンモ
グラフィでの前例がありま
したので、それに準じて行
い、この７～８年かけて何
とか医師も技師もいずれも
2000人ほど養成できまし
た。10年以上前にマンモ
グラフィが導入されたとき
の医師、技師の養成数は
Ａ、Ｂ判定で500人でした
ので、それに比べれば基盤
整備は進んでいると私は考
えています。

　北海道から沖縄まで
　7万6196人が参加

　参加していただいたの
は、北海道から沖縄まで、
全国で23都道府県、計42
団体になります。北海道か
らは北海道対がん協会と札
幌社会保険総合病院が協力
されております。
　この研究は、臨床試験で
す。臨床試験というのは非
常にハードルが高いのです
が、一人ひとり、インフォ
ームドコンセントの上で参
加していただいています
が、計７万6196人の方が
登録されています。多い月
には4000人という登録も
ありました。
　当初は、本当にRCTが
できるのだろうか、という
懸念もあり、無作為化しな
い方法も考えましたが、ほ
んの一部だけで、あとはす
べて無作為化ができまし
た。また、出張検診のよう
な場合、その現場で無作為
化を図ると混乱する心配が
あったのでクラスター、一

J-STARTについて語る大内氏
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を４％まで下げていますの
で、ほぼ妥当な線かなと。
ただ、直近のものがまだま
だ固まっていないので、そ
こをいま掘り下げていると
ころです。
　今日、皆さんがお知りに
なりたいと思うことをお話
します。
　戦略研究が実際に始まっ
たのは2007年９月からで
す。２年後に２回目の検診
をこのように行ってきまし
て、2012年度、つまり
2013年３月に最終の検診
が終わっています。今後ど
うなるかといいますと、戦
略研究から指定研究になっ
たわけですけれども、
2013年度もフォローを行
っています。今はデータの
クリーニング、それから統
計解析、例えば中間期がん
の転移をどう考えるか、発
見されたがん、あるいはそ
のフォローアップ期間な
ど、様々にある評価項目に
ついて検討しています。
　その辺を客観的に論理的
に説明できること、いわゆ
るキーオープンする前に物
事を決めようということ
で、統計解析委員会、デー
タモニタリング委員会もほ
ぼ合意しています。そろそ
ろキーオープンすることに
なっています。

　極めて高い感度
　超音波併用

　詳しくは申し上げられま
せんが、両群合わせて超音
波を併用した群としない群
と合わせた７万6000人の
乳がんの発見率は、通常の
マンモ併用検診の約３倍か
ら４倍になっています。で
すので、感度は極めて高く
なっていることが想定でき
ますが、一方で特異度は下

ひっかかり、いずれも浸潤
がんだったということで
す。これは常々言われてい
まして、マンモグラフィは
どうも予後のよさそうな石
灰化で見つかるケースが多
いのではないか、一方で超
音波は浸潤がんをより見つ
けやすいのではないかとい
うことです。
　同じことがJ-STARTで
起こるかどうかはわかりま
せんが、臨床現場では、
（マンモグラフィより）浸
潤がんを見つけやすい、と
いうのが超音波の性質で、
逆にマンモグラフィは良性
の石灰化など、あまり予後
に影響を与えないものを見
つける、と言われていま
す。
　それがつい最近『ランセ
ット』、あるいは『The	
New	England	Journal	of	
Medicine』にも、30年間
にマンモグラフィの検診の
寄与度がどれだけあったか
と疑問を示すようなデータ
が出ましたけれども、あま
り浸潤がんの減少には至っ
ていないということが批判
されています。

　40歳代の視触診は廃止へ
　代わって超音波を

　「今後考えられるシナリ
オは」ということでまとめ
てみます。
　まず40歳代について。
視触診については、科学的
根拠がない以上、廃止に向
かうでしょう。廃止による
デメリットを防ぐための方
策、これは厚労省が考える
ことですが、超音波検査が
有力では、ということで
J-STARTの結果を待つ。
それから高濃度マンモにつ
いても、J-STARTの結果
である程度わかるだろうと

がります。なぜかという
と、超音波検査によって要
精検率が高くなるからで
す。その辺をこれからどう
するかということが今後の
課題です。
　特異度が下がる、つまり
要精検率が上がるというこ
とは不利益になります。そ
れをどうするか。これは国
際的にも問題になっていま
す。ベネフィットとハーム
です。U.S.	 Preventive	
Services	Task	Force（米
国）が2009年、40歳代を
対象にしたマンモグラフィ
検診をＣ判定にしました。
　アウトカムが死亡率減少
報告でありますが、やはり
ハーム（害）もあるという
ことで、そのデータもとっ
ていく。報告によります
と、40歳代には「The	Task	
Force	 recommended	
a g a i n s t 	 r o u t i n e	
s c r e e n i n g 	 m amm o	
graphy」。すなわち、40
歳代にマンモグラフィ検診
を勧めることはできないと
いうことです。
　こういうことは実はその
前からわかっていました。
何度も繰り返し議論されて
いる大きな課題ですから、
そのことを見据えた上で
J-STARTに取り組んでい
ます。多分世界的にもこう
いったことについて模索さ
れていたころだと思いま
す。

　30年40年の
　フォローアップ
　欧米の臨床研究

　今まで世界で九つほどの
大きなRCTがあります。
50歳以上についてはだい
たい有効性が確認されてい
ますが、40歳代はなかな
か難しい。やはりマンモグ

ラフィの限界がここにある
だろうというのが最近のデ
ータでも見てとれます。
　ただし、データは古いの
です。今から30年40年前
のRCTです。古い、とい
はいいながら、驚くのは、
こういったRCTで、例え
ば北欧の国なんかはずっと
フォローアップできる体制
がある。今日、このシンポ
には厚生労働省、椎葉課長
がいらっしゃっていますけ
れども、日本もぜひ、国と
して、例えばJ-STARTに
参加されている人のフォロ
ーアップを30年40年と続
けられる体制が必要ではな
いかと思っています。
　ではJ-STARTはどう扱
われているのでしょうか。
　American	College	 of	
RadiologyのYearbookに
２年ほど前に紹介されてい
ます。US（Ul t r a s ono	
graphy＝超音波検査）を
使った研究ですが、世界で
も今まで実施されてこなか
った。
　現在進行中の研究が二
つ。一つはACRIN6666。
これはAmerican	College	
of	RadiologyとNCIの研究
で、ワンアームのもので
す。日本で片群５万人の
J-STARTが行われている
と紹介されています。た
だ、日本のデータなので米
国で使えるかどうか、とい
う疑問も示されています。
　米国の試験は、25歳以
上のハイリスクグループの
人2809人にマンモグラフ
ィと超音波を合わせた研究
です。二つの検査をあわせ
ればROC曲線が有意に上
がるのは当たり前なのです
が、大事なことは、マンモ
グラフィで見逃された12
例のうち11例が超音波で
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がん対策における
がん検診・乳がん検診
講演①：椎葉氏

思います。J-STARTは順
調に進んでおります。１年
以内には結果を公表する予
定です。それを、どのよう
な形で検診の現場に導入し
ていくか、ということにつ
いては、また次のステップ
として考えていかなければ
なりません。
　J-STARTはRCTですの
で両群、マンモと超音波は
それぞれ独立して読影して
います。当然ながら要精検
率は上がります。約２倍に
上がります。しかし一方
で、実際に運用するときに
は、マンモグラフィを読み
ながら超音波検査をすると
いうのが自然な流れです。
そのためには総合判定とい
う別な観点からの基準づく
りが必要になっています。
　すでに日本乳癌検診学会
では、総合判定委員会を設
置してガイドラインの策定
に入っていますので、これ

研究を任せ、一方で検診を
普及させようとしたのが
1980年代、老人保健法が
施行されたころからです。
　そして今はがん対策基本
法が施行され、がん診療拠
点病院を中心にがん医療を
広めていこうと努めていま
す。日本のがん対策はこの
ようなトレンドで進んでき
ました。

　「がん」の名を
　冠した法律

　そのがん対策基本法です
が、特定の病名をつけた法
律があるというのは多くは
ありません。かつて結核予
防法という法律がありまし
た。それはやはり国を挙げ
て対策に取り組む病気は何
だということを明確に打ち
出したものです。
　いまは結核予防法という
法律はありませんが、国民
的課題になっているがんへ
の対策に取り組む、という
ことでがん対策基本法とい
う法律ができたのです。
　法律に沿って国と県で計
画をつくって、がん予防及
び早期発見と医療の均てん
化、それから研究、これら
を進めて国民の皆さんの健
康を守っていこうというの
が目標です。
　その柱の一つがまさにが
んの予防、早期発見の推進
ということです。つまり検
診なのです。
　がん対策基本法の一番の
肝は基本計画です。昨年、
第２次の基本計画が閣議決
定されたのは皆様もご存じ
のことだと思います。基本
計画にはいろいろな対策が
盛り込まれています。例え
ば新しい対策を紹介します
と、働く世代や小児へのが
ん対策を進めようとか、が

とあわせた形でこれから超
音波検査の検診への導入に
ついて検討していきたいと
思っています。触診のあり
方、次なるステップの超音
波検査を体制整備も含めて
図っていくつもりでおりま
す。以上、私からの基調講
演とします。ありがとうご
ざいました。（拍手）
　――　先生どうもありが
とうございました。骨格は
視触診を廃止して、40代
は超音波とマンモグラフィ
を併用する。ポイントは、
それがいつからかというこ
とで、先生、ありがとうご
ざいました。
　ではそのいつからかとい
うところにつながるかどう
か、椎葉課長から厚生労働
省のがん対策についてお話
しいただければと思いま
す。よろしくお願いいたし
ます。

言われ、とっさにお引き受
けしました。
　10年ほど前に担当補佐
として視触診主体の乳がん
検診からマンモグラフィ導
入という転換期を担当して
おりました。そのときにお
世話になったのが垣添先生
でした。そのあたりも含め
ましてお話をさせていただ
きたいと思います。
　2002年から2004年にか
けて、老健局老人保健課の
課長補佐時代がちょうど私
ががん検診を担当したとき
です。卒業した産業医大は
産業医を養成する大学で
す。産業医学の父と言われ
るイタリア人の医師ラマツ
ィーニの全身像が大学にあ
ります。そのラマツィーニ
は世界で初めて海女さんに
乳がんが多いという記述を
しています。
　『働く人の病』という本
にそのことを載せたという
ことで、当時は今日のよう
な疫学手法もない時代とは
思いますけれども、ある種
の職業にどういった病気が
多いというのを分類して発
表したということで、疫学
の研究に通じる部分もある
と思います。
　がん対策課ですので、が
ん死亡者の全死亡者に対す
る割合の推移を見てみま
す。この100年間、日露戦
争が始まってから太平洋戦
争の終戦ぐらいまでは結核
が国民病と言われた時代に
なります。その後、脳卒中
の時代になりまして、そし
ていま、がんの時代になっ
てきているわけです。
　国立がんセンター（現国
立がん研究センター）が創
設されたのが1962年。そ
の後、我が国の体制として
は、がんセンターに医療と

椎葉茂樹氏

　椎葉　皆様、こんにち
は。厚生労働省の健康局が
ん対策・健康増進課長の椎
葉でございます。課長に就
いたのが７月２日付で、ま
だ２カ月ちょっとです。

　大内先生が座長を務めら
れているがん検診のあり方
に関する検討会でお目にか
かり、９月に乳がん検診を
テーマにしたシンポジウム
があるので出てこいと突然
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んになっても安心して暮ら
せる社会を構築していこう
などです。これまで以上に
広がりがあります。

　喫煙率の目標12％
　基本計画でうたう

　がんの早期発見について
は、がん検診の受診率を５
年以内に50％を達成する
ことを目標に掲げていま
す。胃や肺、大腸は当面
40％ですが、この早期発
見と予防のところで、喫煙
率を12％と提示した。国
の計画で喫煙率を初めて設
けたということで画期的な
計画だと思っています。
　それから小児がん。学校
における教育や普及啓発、
就労を含めた社会的な問題
……様々なことに取り組も
うというわけです。私の前
の所属が労働衛生課でし
た。まさに働く人の健康対
策に取り組んでいたところ
です。今後はこういったこ
とと、それからかつてやり
残したがん検診について必
死にやっていこうと思いま
す。研究にも取り組みたい
と思いますけれども、とり
わけがん検診やがん患者の
就労問題などは、これまで
他の分野よりも取り組み方
が少なかった分野だと思い
ます。それを回復していき
たいと思っております。
　基本計画の中の早期発見
部分ですが、精度や事業評
価、それから科学的根拠に
基づくがん検診を実施す
る、受診率の目標を達成す
る。
　がん検診の項目や方法
は、国内外の知見を収集し
て検討、科学的根拠がある
がん検診の実施を目標とし
て、それを達成するように
実施していきたいと考えて

れた。乳がんでは40～60
歳の間で５歳ごと、子宮頸
がんでは20～40歳で５歳
ごと。大腸がんは2011年
度に男女を対象に導入さ
れ、年齢は40～60歳の間
で５歳ごと）を配布した
り、政治も動きましてかな
りのお金を出したりして取
り組んできました。
　がん検診手帳も配布して
学習していただきました。
こういた取り組みをやって
きました。しかし、受診率
は導入初年度こそどんと上
がりますが、その後があま
り上がらないという状況に
もなっています。

　コール・リコール
　住民・職域の連携

　大内先生が座長の検討会
の報告を受けて、来年度予
算で10億円ほど要求して
います。受診勧奨でコー
ル・リコール関係やオーダ
ーメイド普及啓発モデル事
業、それから検診情報を発
信するプラットフォームを
構築するとか、住民・職域
の検診連携モデル事業など
を考えています。昨日も財
務省の主査とやり合い、
「それってもう前々からや
っていますよね」とか「ど
うやったら上がるんです
か」という指摘を受けたば
かりです。今後もいろいろ
厳しいご意見をいただきた
いと思います。ご清聴、あ
りがとうございました。（拍
手）
　――　どうもありがとう
ございます。お話で紹介さ
れた朝日新聞社の前社長の
秋山理事長、垣添先生も会
場にいます。お話の内容は
まさに乳がん検診の歴史と
いった感があります。で
も、歴史がなければ将来を

おります。
　乳がん検診について今日
はこれからいろいろ議論が
あると思いますが、始まっ
たのは、1987年です。老
人保健法に基づく政策でし
た。このとき対象は30歳
以上で、視触診を毎年実施
する、という内容でした。
　2000年に50歳以上の方
を対象にマンモグラフィを
導入しました。ちょうど私
が老人保健課に異動したと
きに、垣添先生に委員長を
お願いして、がん検診に関
する検討会を設置させてい
ただきました。そして早期
の検討のもと中間報告をま
とめ、乳がん検診、子宮が
ん検診を見直しました。
　乳がん検診では対象年齢
を40歳以上とし、検診の
間隔を２年に、マンモグラ
フィと視触診の併用という
形に変更しました。その後
大きな修正はなく今日に至
っているわけです。

　マンモグラフィ導入
　きっかけは朝日新聞
　のキャンペーン

　そのきっかけは、実は
『朝日新聞』です。2003年
９月のことでした。乳がん
検診を視触診でやっている
ということが『朝日新聞』
に大きく出まして、それか
らわずか３日後に、視触診
のみの検診を廃止し、エッ
クス線撮影（マンモグラフ
ィ）を全面導入、というこ
とになりました。『朝日新
聞』のこのキャンペーンが
あって、乳がん検診の見直
しにつながりました。
　そのときの様子が本にま
とめられています。視触診
のみの検診で（乳がんを）
見落とされたという女性の
ことをまとめられた。この

本（『乳がんはなぜ見落と
されたのか	「余命半年」の
私にできること』）の中に
私も出てきます。悪い官僚
だとは書かれていませんけ
れど、私にとってもちょっ
と思い出の本です。こうい
ったことがありました。
　いまはほとんどの市区町
村でマンモグラフィ検診を
実施していますが、2002
年はまだ半分ぐらいだっ
た。当初はこんなものは無
理だとかいろいろと言う声
が多かったわけですけれど
も、今はほとんどマンモグ
ラフィに変わってきていま
す。
　ただ事業評価のためチェ
ックリストをもっている自
治体、評価を８割以上実施
している自治体がまだ少な
い。J-STARTでは実施し
ていただいているというこ
とで、本当にこの結果は待
ち遠しく思っております。
　いま、大内先生に座長を
お願いして「がん検診のあ
り方に関する検討会」を設
けております。ここでの検
討は引き続きやっていただ
こうと考えています。この
中からいただいたご意見を
踏まえて、いろいろな制度
見直しを進めたいと考えて
おります。
　さて受診率ですが、乳が
ん検診も受診率がなかなか
上がらない。国際比較をし
ても日本は低い。これを何
とか変えたいと思っていま
す。

　無料クーポン券導入
　受診率の向上めざす

　受診率向上のための取り
組みで、節目の年齢の女性
に検診の無料クーポン券
（乳がんと子宮頸がんでは
2009～2013年度に導入さ
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です。私は釧路が多く出る
のかと思っていました。と
いうのは、大学機関という
か、乳腺専門医があまり多
く分布していない地域なも
のですから。ところが、割
とそうでもなくて、札幌、
旭川が意外に多かった。こ
の背景については分析がで
きておりません。
　ただ、対象者の中で、乳
がんの発見数は、札幌の対
象者数が旭川の倍であるに
もかかわらず、旭川が非常
によく発見されているよう
に見えます。そもそも別の
地域なので、地域的な発症
率の差を考えないまま、よ
く発見されているという言
い方は適切ではないかもし
れませんが、実は専門医が
診ている割合は旭川が高
い。そういうことがもしか
すると背景にあるのかなと
思います。
　北海道の乳がん検診に関
係する方々の意見を紹介し
ます。まず人材不足があり
ます。北海道だけが人材不
足という意味ではなくて、
検診にかかわる人数が少な
い。患者団体、あるいは市
民団体からの意見の中か
ら、専門性が高い評価され
ている医師や技師に検診に
かかわってほしいというこ
とがうかがえます。
　すなわち診断の精度に差
を生じるのではないかとい
うことですね。未確定の内
部資料なのですが、やはり
専門の医師や技師の方々が
関与したものが明らかに精
度管理上、質が高いことが
はっきりしております。か
つて北海道においても、札
幌でも専門医が見た対象者
とそうでない場合とでは、
大ざっぱな印象ですが約２
倍から３倍の数字の違いが

する関連学会からの最近の
提言、及び法的整備の必要
性について感じ取っている
ことをお話ししたいと思い
ます。
　北海道のがん検診受診状
況、受診率は全国平均より
少し下回っています。
　北海道庁がまとめた市町
村のデータを見てみましょ
う。北海道は市が35、町
村が145で構成されていま
す。受診率の最も高いのは
帯広市です。道庁に届けら
れた（がん検診の）対象者
数が１万人ぴったりという
数字になっていますが、若
干の違いがありそうな数字
です。なお、札幌市は26.2
％ということです。
　町村の方ですが、隣接し
た町間でも、非常に差があ
るのが不思議です。人口規
模はさほど変わらないの
に、受診率の差が大きい。
なぜだろうということにな
るわけです。

　要精検・がん発見
　地域により差

　北海道の検診結果につい
てですが、対がん協会から
直近にいただいたデータに
よりますと、大変多くのが
んが発見されています。そ
の中で、正確な分析はでき
ていないのですが、札幌、
旭川、釧路３市にある検診
センターの要精検数に違い
があるかどうかを、見て下
さい。地域も対象者も異な
るので単純には異なるので
単純には比較できないとは
思いますが、北海道は広
く、検診業務のために医者
が飛行機に乗っていったり
するわけです。
　何らかの環境因子で地域
的に要精検数に差があるの
かどうかが気になるところ

平田公一氏

講演②：平田氏

乳がん検診の将来像に向けて
北海道の現状と

乳がん関連学術団体の提言より

語れません。ご紹介いただ
いたものがぜひ実現するよ
うに、日本対がん協会グル
ープもバックアップさせて
いただきたいと思います。
また後ほど議論でよろしく
お願いいたします。

　さて続きまして、歴史と
将来、そして現状を札幌医
科大学の平田先生から、北
海道のがん検診のことに関
してご報告、ご講演いただ
きたいと思います。よろし
くお願いいたします。

　平田　この度は、このよ
うなすばらしい会にお声を
かけていただきました日本
対がん協会の垣添先生、そ
して北海道対がん協会の菊
地先生に御礼申し上げたい
と思います。
　北海道の乳がん検診の状
況をご紹介したいと思いま
す。現在、北海道としては
北海道乳がん検診部会とい
う組織が存在しなくてはな
らないのですが、実は現実
には機能しておりません。
旭川医大、北大、札幌医大
を中核として、北海道対が
ん協会と実質的な連携を組
んで、あまり余分な会議を
設けないで実務的に進めよ
うと働きかけた結果です。
私は、年齢上、この領域の
責任者として動いていま
す。
　また、がん対策基本法の

関係で、日本のがんに関す
る診療ガイドライン、それ
は検診も含めてですが、そ
の関連の約22学会の取り
まとめの役を仰せつかって
おりますので、その立場か
らも関わっている内容につ
きましてお話をさせていた
だきます。
　北海道の乳がん検診の状
況ですが、各地の状況と大
きく変わりはないかもしれ
ません。乳がん検診のベネ
フィットとハームに関する
論議については、先ほども
お２人の先生がご紹介され
てはいましたけれど、私な
りのご紹介をしたいと思い
ます。
　まず、乳がん対策として
いま行うべき検診内容、こ
れは北海道地区のドクター
と保健師さんのご意見をま
とめたものです。これに関
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出ていました。

　認定で生まれる
　責任感

　検診に当たる先生方、マ
ンモグラフィを撮られる放
射線技師の先生方の実力差
が結果に影響しているなら
ば問題と言えましょう。検
診現場における人的資源条
件として教育認定制度が必
要なのです。精度管理上の
視点からも重要です。皆様
は、専門家の方々ですの
で、私以上に存じてのこと
かもしれません。
　きちっとした体制のもと
で認定するならば医師、技
師の方々にとりましても、
認定されたということへの
プライドと共に同時に責任
感もお持ちになられる。そ
のことによって受診者の信
頼度を勝ち得ると共に成績
の向上が図られるというこ
とになりましょう。
　問題は、私ども北海道で
持っているデータが、やは
り先ほどお示ししたよう
に、本当の数字なんだろう
か、ということです。「えい
やっ！」ということで整理
した数字は役に立ちませ
ん。きちんとしたデータベ
ースの構築とその成績の提
示、すなわちスクリーニン
グからフォローアップの為
の仕組み作りが必要なので
はないかと考えています。
　フォローアップを行った
結果、費用対効果がどうな
るのであろうかということ
も含めて問題点を討論す
る、というのが本来の姿だ
と思います。それで、かつ
ての運営のままであるな
ら、北海道乳がん部会はわ
ざわざ開かないということ
にもなりました。対がん協
会を中心に検討体制を構築

フィと超音波検査だけで
も、そういう仕組みが作れ
ないか。そこには受診率を
高めるにはどうするといい
のか、ということも大切で
す。

　不足する
　市民への教育

　ピンクリボン運動など
で、患者団体の方々からご
意見を聞かせていただきま
すと、以下のような返事を
いただくことがあります。
検診は何のためにやってい
るのかというと、早期発
見・早期精検ですと。これ
はよろしいんですね。とこ
ろが意外だったのは、検診
を受けたら乳がんの発症が
防止されると受けとめてい
る方がかなりいらっしゃい
ました。驚きました。患者
団体でさえもこういうご意
見があったのです。私達の
責任は重いのかもしれませ
ん。国民への教育不足は明
らかであると感じました。
　国民への教育不足ととも
に、欧米で指摘されている
こととして、年齢、妊娠、
肥満にもかかわりますが、
インテリジェンシーが生命
予後に影響しているので
は、ということです。
　経済的条件も言われてい
ます。家族の構成と考え方
なども。それから社会的支
援体制も大切です。すなわ
ち、教育が非常に重要にな
ってくるのではないかと思
います。
　乳がんのハイリスク、と
いうことで米国の俳優アン
ジェリーナ・ジョリーさん
のことが注目されました。
遺伝子診断です。私の大学
にもたくさんのお問い合わ
せがありました。お母さん
が乳がんで、叔母さんも乳

し学習を重ねて行こうとい
う精神でやっております。
　検診現場での乳房撮影装
置、超音波検査装置などの
問題点も明らかになってき
ています。
　乳がん検診のベネフィッ
トとハームですが、U.S .	
Prevent ive	 Services	
Task	Forceが、40歳代の
マンモグラフィ検診、乳が
ん死亡率を15％減少させ
たというデータがありま
す。一方で、そのハームと
して、40歳代は要精検数
が高い、すなわち偽陽性率
が高いと指摘されました。
　それで2012年、大内先
生が乳がん学会の会長を務
められた翌年ですけれど
も、乳がん学会の総会での
提言として、がん検診・健
康については幼児からの教
育が必要と、40歳代のマ
ンモグラフィ検診の限界を
認識することが大切である
と伝えました。このとき東
北大学から、40歳代の乳
がんの中に、もしかすると
30％ぐらい見落としがあ
るのではないか、あるい
は、マンモグラフィ陰性、
視触診陽性乳がんは9.5％
ありうる、という数字を発
表されていました。
　今年の乳がん学会におき
ましては、検診による死亡
減少効果は不明確であると
提言されました。先ほど大
内先生が若干ご紹介されて
おりました。また多くの過
剰診断があり、乳がん検診
を無差別に進めるべきでは
ない、とも伝えておられま
した。これはどういうこと
かというと、過剰診断の結
果、要精検といったことで
悩みを抱えて落ち込み、鬱
になる、鬱ぎみになる、そ
ういう人もおられ安易に要

精検を出す可能性のある検
診医・医療機関は良くない
ということです。
　乳がん学会として注目を
しているのは高知県の試み
です。マンモグラフィ単独
検診と保健師による教育で
す。小学生から大人、お年
寄りまでということです。
東京の一部のグループで
は、２次医療圏を含めた乳
がん医療ネットワークを構
築しています。すなわち、
先ほどの職域検診及び診療
所というか医療機関でのデ
ータを合わせて、どのよう
な結果となるのか、研究し
ています。

　がん検診の精度管理
　医療機関と
　連携して整備

　医師による視触診が不要
かどうかということです
が、これについては大内先
生の班研究のデータが一部
あるのみで、論文としては
発表されておりません。オ
ーサライズされたものは日
本には大内先生のほかには
ないと、思っております。
　では今、何をすべきなの
でしょうか。北海道の仲間
から、今日はこういう機会
があるということで意見を
もらってきました。診療シ
ステム、つまり医療機関と
の連携によるがん検診の精
度管理です。
　例えば札幌や、旭川から
かなり離れた人口4000、
5000人の町が北海道には
結構多く分布します。そこ
には、町立病院なりがあ
り、そこできちんとしたこ
とができる体制例が必要な
のではないか。全てのがん
にそういうことができるわ
けではないんですけれど
も、少なくともマンモグラ
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がん。じゃあ私はどうなっ
ているんでしょうかと早速
ご心配になられて、質問さ
れました。
　ハイリスクの人に対して
は、大内先生が中核となっ
ておられる日本乳癌検診学
会で、乳がん発症ハイリス
クグループに対する乳房
MRIスクリーニングに関
するガイドライン（Ver .
２）が公表されています。
これは任意型検診として行
われるものとされていま
す。対策型検診としては推
奨されない、その理由も細
かく説明されています。
　しかし遺伝子診断を受け
る方については、陽性所見
時には組織生検などの浸襲
性のある精査が必要です。
　常に精度の高い読影がな
された上での治療方針、つ
まりMRIをきちんと読め
なくてはなりませんし、
MRI装置の質の問題もあ
ります。MRI撮影は全て
一律かというと全然違いま
す。造影剤の入れ方と撮影
の仕方でももちろん違うの
で、そう安易なものではな
いということを理解してい
ただく必要があります。

　国レベルの
　検診データベースを

　がん検診の体制整備も必
要です。法的整備はもちろ
ん、国家レベルでの検診デ
ータベースの確立も欠かせ
ません。これらはがん対策
基本法の中で求められてい
るところであります。学会
の理事会でも、このような
ことを検診に関するガイド
ラインにて社会へ働きかけ
てれないか、と求められて
いる議論もあります。
　私どもの教室ではスウェ
ーデンのカロリンスカ大学

の最後、日々がん検診の受
診者の方々と接していらっ
しゃる保健師の立場からと
いうことで、福岡県すこや
か健康事業団、日本対がん
協会福岡県支部の保健師で
いらっしゃる仁賀木さんか
ら、ご講演いただきたいと
思います。よろしくお願い
します。

と研究提携してきました。
スウェーデンではレジオナ
ール・キャンサー・センタ
ー・システム（Regional	
Cancer	 Center	 System）
という体制がとられていま
す。欧州内での連係プレー
です。スウェーデン、ノル
ウェー、フィンランド、オラ
ンダ、イギリスなどの国が
ともに研究しているのです。
　放射線会議によるマンモ
グラフィの精度管理体制も
あります。この放射線会議
というのは、特定の研修判
定修了者の下で、指定され
た施設での６カ月間の研修
を受けた人に対しても評価
しています。医師に対して
も例外とはされていません。
　検診にあっては、読影は
２週間以内に受診者に結果
報告がなされ、所見がなく
ても有症状の人、及び有所
見者は、指定医療機関を受
診し、マンモグラフィと超
音波検査と臨床診療を行
う。これがデータベースと
して蓄えられる。
　これら行為をスクリーニ
ングを行う部門があって外
部評価を行っている。不十
分だと判定された場合はそ
の施設は失格になるのだそ
うです。
　我々としては、ハイクオ
リティーアンドハイクレジ
ットを目指して、高インテ
リジェンスの国家構築のた
めに、体制整備と国民教育
をお願いしていくという立
場にございます。ご支援を
お願いします。ご清聴どう
もありがとうございまし
た。（拍手）
　――　平田先生、ありが
とうございました。ご指摘
の中に、やはり長期的にが
ん検診とがん登録、診療シ
ステムをうまく連携させて

いかなければいけないとあ
りました。これは日本対が
ん協会にも言えることで、
さまざまな医療機関との連
携にもつなげていかなけれ
ばいけないご指摘だと思い
ます。それも後ほど議論さ
せていただければと思いま
す。
　それでは続きまして講演

がん検診の現場から
講演③：仁賀木氏

仁賀木由紀子氏

　仁賀木　こんにちは。福
岡県支部、公益財団法人福
岡県すこやか健康事業団の
保健師の仁賀木と申しま
す。すばらしい先生方に並
んで、こんな高いところに
立たせていただいていて、
すごく恐縮し、すごく緊張
しております。よろしくお
願いいたします。
　乳がん検診で、当事業団
が受診率向上対策を実施し
ている二つの町の事例を報
告します。
　その前に当事業団の検診
実施状況をご報告します。
2011年度の職域地域別の
特定・一般健診とがん検診
の実施状況ですが、特定・
一般健診は12万3762人で
職域が多く、がん検診では
地域のほうが多い状況です。
　当事業団ががん検診を実

施している市町村は、福岡
県内60市町村中41市町村、
68％にあたります。
　乳がん検診は年に約５万
8000人で、要精検率7.7％、
精検受診率91.4％、がん発
見率0.26％、陽性反応適中
度が3.3％となっておりま
す。
　これらの成績は厚生労働
省が2008年に策定した市
町村事業における評価指標
を満たしています。

　要精検率の高い
　マンモグラフィ

　検診の方式は、国の指針
に基づいて行われる視触診
とマンモグラフィ検診の併
用が最も多くなっていま
す。要精検率はマンモグラ
フィが各年代で高く、次い
で超音波検査です。マンモ
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グラフィでは30歳代から
40歳代の要精検率が高く、
年齢とともに下がる傾向に
あります。
　がん発見率は、全年齢の
平均ではマンモグラフィが
104例で平均0.22％、超音
波が４例で平均0.09％、視
触診が41例で平均0.08％と
なっております。超音波で
は65歳から69歳が最も高
く、視触診は年齢による差
はあまりなく、マンモグラ
フィは年齢とともに上がる
傾向にあります。
　がん検診の受診率の目標
は2016年度までに50％と、
高い数字となっています
が、福岡県内の市町村がん
検診受診率は低く、全国と
比較をしてみても、本当に
恥ずかしながら、福岡県は
全国平均より全て下回って
います。どこの市町村もが
ん検診の受診率を上げるた
めにいろいろな対策を実施
されています。本日は、そ
の中から２町の取り組みに
ついてご報告します。
　まず１例目、Ｋ町の取り
組みです。2012年度の検
診ですが、Ｋ町は乳がんと
子宮頸がんの婦人がん検診
を特定健診とか総合健診と
は別日程で設けています。
Ｋ町では働く世代の受診率
向上のための対策として３
点を挙げています。
　早朝・夕方・
　ショッピングセンター
　受診率向上めざし
　様々な工夫
　まず早朝検診です。通常
の検診の受け付け時間は８
時半なんですけれども、１
時間前の７時半から８時半
という時間帯で、１日50
人を限度に実施しました。
次はナイト（レディース）
検診です。これは婦人がん

査の追加、⑤協会けんぽ被
扶養者の特定健診の実施、
⑥普及啓発活動（自己検
診、受診勧奨）が必要でな
いか――などです。

　深刻な外科医不足
　とくに女性医師

　現在、私ども当事業団で
の乳がん検診の実施におい
て一番問題となっておりま
すのは外科医の先生の不足
です。受診率が向上して受
診者がさらに増えると、な
お一層、先生の確保が難し
くなることが容易に想像で
きます。市町村からは、や
はり乳がん検診においては
レディースデイのように全
スタッフ女性でという要望
が多い。検診車のドライバ
ーとか、保健師、検査技師
というスタッフは女性が確
保できたとしても、外科医
の女性の先生の確保が本当
に難しい状態です。

　保険者超えて
　検診枠拡大を

　まとめますと、受診者が
受診しやすい、受診したく
なるような検診プランを検
討していく必要がありま
す。がん検診受診率向上の
ためには、保険者間を超え
て検診を実施しないと受診
率向上は望めないと思われ
ます。教育・普及啓発につ
いては、今後若い世代、学
生などへの対象を広げてい
くことが欠かせないでしょ
う。
　学生の啓発活動ですけれ
ども、子宮頸がんについ
て、実際に私たちが学校に
出向いて検診をするという
活動にも取り組んでおりま
す。今後、福岡県支部とし
て教育・普及啓発に努めて
まいりたいと思っておりま

検診だけで、15時から20
時までの予約制でした。全
スタッフが女性で、託児室
もあります。200人を超え
るほどの好評でした。
　次いで協会けんぽ被扶養
者健診、これは総合健診
で、健診会場を大型ショッ
ピングセンターに設けて実
施しました。ショッピング
センターでしたけれども、
予約制でしたので、当日の
飛び込みとかは対象外でし
たが、買い物に訪れた方々
にも啓発になったのではな
いかと思われます。
　２日間で実施した早朝検
診の年齢階級別受診者数を
みますと、目標は働く世代
の人の受診率を上げるため
だったんですけれども、結
果的には60歳から64歳の
方が一番多く受診されまし
た。乳がん検診の受診者は
ナイト健診や協会けんぽ被
扶養者健診により増加して
おります。
　Ｋ町の取り組みの結果と
して、早朝検診は働く世代
が増えなかったこともあ
り、今年度は中止となりま
した。乳がん検診の受診者
は、2011年度に比べ40代
が増加しています。ナイト
健診や協会けんぽ被扶養者
健診により増加したと考え
られます。
　もう一つ、Ｓ町の取り組
みをご紹介します。当事業
団は乳がん検診、子宮がん
検診だけを受託していま
す。ほかのがん検診や特定
健診は別の機関が実施して
おります。

　受診機会増やして
　受診者増加

　Ｓ町の受診率向上の対策
としては、若年者の婦人が
ん検診受診率向上のために

３点を実施されました。乳
がん・子宮頸がん検診が毎
年受診できるようになりま
した。超音波検診が20歳
から39歳を対象に視触診
とセットでできるようにな
りました。そして年齢に関
係なく、全額自費で超音波
検査、マンモグラフィ検査
が受診できるようになりま
した。
　超音波検診を追加したこ
とで、セットとなっていま
す視触診が増えたようにな
っています。マンモグラフ
ィ検診の受診者も増加して
おります。
　Ｓ町の結果として、超音
波検査の追加や毎年乳がん
検診ができるようになった
ことで受診機会が増え、
2011年度よりも乳がん検
診の受診者数は増加してい
るように思われます。超音
波検査を全額自費で受診し
た方が92人と28.6％いらっ
しゃいました。
　2010年の国民生活基礎
調査で検診を受診しない理
由として４点が挙げられま
した。
　「必要なときはいつでも
医療機関を受診できるか
ら」「時間がとれない」「面
倒」「費用がかかる」です。
　先ほどＳ町の全額自己負
担で超音波検査を実施して
いる方が28％いらっしゃ
いましたのをみますと、本
当に受診したい方はお金と
かは関係ないのかなという
ことが考えられました。
　二つの町の取り組みを通
して、働く世代や若年者受
診率向上対策をいくつか検
討してみました。①受診し
やすい検診時間帯の設定、
②レディースデイ（全スタ
ッフが女性）の設定、③託
児室設置、④乳房超音波検
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す。
　これで、私の発表を終わ
らせていただきます。ご清
聴ありがとうございまし
た。（拍手）
　――　仁賀木さん、どう
もありがとうございまし
た。後ほどのパネルディス
カッションでテーマにと思
っていたことが今の仁賀木
さんのスライドにありまし
た。お聞きしたいのです
が、先ほど超音波とかマン
モグラフィとか視触診とか
幾つか出されていましたけ

れども、発見率とかに差が
出ているとおっしゃってい
た検診は、視触診のみの検
診ということですか。
　仁賀木　通常は視触診と
マンモグラフィはセットで
やっております。視触診で
要精検と出たときには、マ
ンモグラフィは中止をして
視触診だけの検診になる方
もいらっしゃいますし、あ
とはどうしても職域には視
触診だけというところもあ
りますので、全てが視触診
だけではないんですけれど

〜 パネルディスカッション 〜

思います。
　最初に、先ほどの先生方
の講演に対して質問をお受
けしたいと思います。いき
なり、というのは難しいか
もしれないんですけれど
も、挙手でお願いしたいと
思います。
　質問　消化管の検診をや
っている者ですけれども、
先ほど平田先生が、高知方

　――　ただいまからシン
ポジウム第２部、パネルデ
ィスカッションを開催しま
す。第１部で演者の先生方
それぞれのお立場からのご
発表がありました。それを
踏まえ、乳がん検診、科学
的根拠に基づく乳がん検診
を、いかに多くの方々に受
けていただくかということ
を議論していただきたいと

式といって、マンモグラフ
ィ単独と教育という検診の
方式を紹介されました。そ
の検診方式について、厚労

省としては、がん検診とお
認めになるのかどうか、お
聞きしたいと思います。

も。
　――　なるほど、わかり
ました。ありがとうござい
ます。視触診のみの検診も
いまだ行われている実態が
あるのが実情です。もちろ
ん検診機関なので、実施主
体からの委託内容に応じて
検診を提供することが必要
なのですが、視触診のみの
検診がまだ行われているこ
とを検診機関としても考え
ていかなければいけない点
だと思います。後ほど議論
させていただきたいと思い

ます。
　演者の先生方にいろいろ
とご質問もあろうかと思い
ますが、ここで10分間休
憩をとらせていただいて、
パネルディスカッションの
準備をしたいと思います。
パネルディスカッションの
最初に会場の皆様から質問
をお受けしたいと思いま
す。それに基づいて議論を
展開させていただきたいと
思います。よろしくお願い
いたします。

マンモ単独は「検診」として認められるか

乳がん検診をテーマに活発な討論が展開された

　――　それではまず平田
先生、高知方式の内容を少
し補足していただければと
思います。
　平田　いきさつ、経過は

わかりません。ただ、あく
までもトライアルとの位置
づけです。ですから高知方
式といいましても、そうい
う名前がついているだけ
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す。その中で、乳がん検診
が、ガイドラインに外れる
割合というか、ガイドライ
ンどおり実施されていない
割合がほかのがん検診より
も高かったような気がする
んですけれども、大内先
生、そのあたりのご事情は
お分かりになりますか。
　大内　２年ほど前に、厚
労省でがん検診の方式につ
いて調査された市区町村別
のデータが、がん検診のあ
り方に関する検討会の資料
として出されていたと思い
ます。
　その中に、乳がん検診に
ついては、基本である視触
診及びマンモグラフィを守
っているところは多いので
すけれども、視触診単独、
あるいは超音波のみによる
検診、そういった検診も見
受けられるのは確かです。
　――　先ほど仁賀木さん
に質問させていただいたこ
ととも関連するんですけれ
ども、日本対がん協会グル
ープ支部、皆さんのところ
で実施されている乳がん検
診は年間大体130万人前後

で、高知県全体が行ってい
るというものではございま
せん。
　――　高知市においてト
ライアルとして、乳がん検
診において、視触診のない
検診、マンモグラフィ検査
と保健師による教育という
形式のものが行われている
ということですね。
　平田　そうですね。全て
の施設ではなく限られた施
設だと思います。倫理的な
問題もございますので、そ
れを承認していただいた方
のみを対象にする、という
ことですね。
　――　それに対して厚生
労働省のお考えはいかがで
しょうか。
　椎葉　厚生労働省として
正式に問われれば、ガイド
ラインどおりにやっていた
だきたいと、それしか答え
られないですね。
　――　課長のお立場から
はそういうことなんですけ
れども、市区町村でどのよ
うな検診が行われている
か、厚労省が定期的に調べ
ていたかと記憶していま

に実施されています。職
域、住民検診、さまざまな
検診があろうかと思います
が、検診の方法として、６
通りか７通りぐらい行われ
ています。
　中には視触診のみとか、
マンモグラフィと超音波と
視触診を行っているとか、
そういった検診が行われて
います。もちろんマンモグ
ラフィと視触診という厚労
省のガイドライン通りの検
診が多いんですけれども、
一部、それでも３万人か
４万人ぐらいは視触診のみ
という検診が行われていま
す。
　検診機関として、先ほど
も申しましたが、実施主体
の委託に応じて受託してい
るわけなので、そういった
検診はできませんとはなか
なか言いづらいと思いま
す。そういったことに関し
て大内先生、ご意見をいた
だければ、と存じます。
　検診機関として、やっぱ
りこうしたほうがいいんじ
ゃないかといったアドバイ
スをいただけるでしょう

か。対がん協会としても何
か考えていかなければいけ
ないときなのかもしれませ
ん。
　大内　今日は乳がん検診
のことについて集約して議
論されていますが、厚労省
が出している健康局長通達
のがん検診指針には、視触
診及びマンモグラフィとあ
ります。しかも同時併用と
いう言葉がまだ残っていま
すけれども、その扱い方で
す。
　最初のご質問は多分これ
に関連したものだと思いま
すが、高知のみならず、ほ
かの地域でもマンモグラフ
ィ単独検診の導入が進みつ
つあると思います。最後に
講演いただいた仁賀木さん
の中にもあったように、読
影医あるいは外科医不足な
どもありますし、体制的な
問題もありますが、何より
も視触診の意義が科学的に
証明されていないというこ
とが大きいと思われます。
　がん対策基本計画の中で
科学的根拠に基づく検診を
と言われていながら、根拠

パネリストは時にメモを取りながら議論
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とをまずご理解いただきた
い。

のない視触診を残している
という実態があるというこ

　――　そういうこともあ
って宮城県はマンモグラフ
ィ単独で実施されているの
でしょうか。
　大内　これはたまたまで
すが、震災直前、２年半前
の3.11大震災の前年の10月
に決めたものです。医師不
足、あるいは出張検診に出
ていく外科医を確保できな
いということが長年の懸案
でしたので、議論の末にマ
ンモグラフィ単独検診もあ
りとすることを宮城県対が
ん協会と相談して決めて
2011年４月から適用して
います。
　対がん協会の支部でも多
分、行われていることかも
しれません。
　――　たしか鹿児島なん
かもマンモグラフィ単独、
視触診のない検診が一部行
われているかと思います。
ほかに例えばいわゆる市町
村検診で、うちではマンモ
グラフィ単独、つまり視触
診のない検診が行われてい
る、というところはあるで
しょうか。手を挙げていた
だけるでしょうか。別に発
言を求めるということはし

ませんので、正直に挙げて
ください。
　ちらほらありますね。椎
葉さん、こういう状況はい
かがでしょうか、と聞くと
まずいでしょうか。
　椎葉　検診への医師の立
ち合いについては、例えば
胃がん検診でも同じような
問題が起こっていて、実際
に検診の場に医師が要るの
かといった声があります。
厚労省としては要るとずっ
と言ってきているんです
が、ただ医師の管理のもと
にということで、その解釈
がちょっとあやふやなとこ
ろがありますが、この解釈
のところが……。
　――　すみません。医師
の立ち合いはきっと皆さん
関心があることなので、後
ほど改めてご質問させてい
ただこうと思っています。
　まずガイドラインどお
り、乳がん検診の健康局長
通達で出ている乳がん検診
はマンモグラフィと視触診
を同時併用するということ
です。でも一方で市町村の
検診において、もちろん宮
城県はいま大内先生がご説

大内氏

「精度管理」のない触診

「マンモ単独」検診の報告も可能に

　それを廃止する方向に向
けてどう動くかということ
で、私なりのビジョンを示
させていただきました。そ
れが超音波検査で補完でき
ないかということを確かめ
るのがJ-STARTですし、
それからマンモグラフィの
弱点であるデンスブレスト
への対応、40歳代、若年
者乳がん検診に対する対応
ということで、あわせて検
討に入っているということ
が基本です。
　いま皆さんお困りなの

は、視触診の扱いでしょ
う。健康増進法に基づくが
ん検診を行っている場合に
厚労省への報告義務があり
ます。５歳階級でのデータ
を毎年出されていると思い
ます。その表の中にマンモ
グラフィと視触診、それか
ら視触診という二つの表が
あったはずです。最初のご
質問の方の意向は、恐らく
マンモグラフィ単独という
のがありなのかということ
だと思いますが、それでよ
ろしいですか。

　質問　はい。あともう一
つ疑問に思っていたのは、
乳がん検診でマンモグラフ
ィの精度管理というのは非
常に厳しいものがありま
す。それに対して触診につ
いては全然縛りがない。現
実には若い消化器外科の先
生たちも検診現場に出てい
ます。その辺のバランスが
非常に悪いと思います。マ
ンモグラフィ単独検診もオ
ーケーなのかどうかを知り
たかったのです。
　大内　ごもっともな質問
でして、この件は厚労省の
市町村事業の検診事業報告
の中の表の改定が必要で、
それを２年ほど前に行いま
した。今の報告書はマンモ
グラフィ単独も入っていま
す。確認してみてくださ
い。国立がん研究センター
の斎藤博先生とも協議し、
厚労省とも相談していただ
いています。
　マンモグラフィによる乳
がん検診を原則とするとい
うことを2004年３月にま

とめたがん検診に関する検
討会報告書にあるように、
それを反映させるべきだと
いうことで表を変更してお
ります。
　したがって、健康局長通
達には同時併用と書いてあ
りますけれども、市町村事
業で行う乳がん検診とし
て、今のマンモグラフィ単
独検診の報告書も上がって
くる仕組みになっていま
す。
　２年前はそういう表はな
くて、仮にマンモグラフィ
単独だと、その都道府県あ
るいは市町村は乳がん検診
受診率がゼロになります。
それが最近改まっていま
す。 椎葉氏
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りに実施してもらう、それ
が厚労省のお立場であると
いうことは説明されたんで
すけれども、一方でそうい
った検診が割と行われつつ
あるというのが現状です。
　先ほど仁賀木さんもおっ
しゃっていましたけれど
も、やっぱり医師不足並び
に外科医、乳腺専門の先生
が地域において不足してい
るということが背景にある
と。その点に関してご意見
をお願いできればと存じま
す。

明されましたけれども、ほ
かにもいくつかの市町村で
ガイドラインどおりではな
く、視触診を外した検診を
行っていると。そういうこ
とに関して椎葉課長のお考
えを。
　医師の立ち合いどうのこ
うのということとは別に、
ガイドラインに照らした検
診とそうでない検診、視触
診を外した検診が徐々に自
治体においてもとり入れら
れつつあります。先ほど椎
葉さんはガイドラインどお

そも大内先生がおっしゃっ
ていますように、有効な検
診を正しく多くの人にや
る。こうしないと効果が上
がらない。
　ところが、視触診のみの
検診というのは、今までの
研究で有効性は証明されて
ないんです。視触診は正し
くやっているかどうかの評
価もできない。その先生の
精度がいいかどうか、それ
から乳がんだけをやってい
る専門の先生だけじゃなく
て、当然婦人科の先生もか
かわります。場合によった
ら消化系、外科の先生もか
かわる。
　そのような状況で言って
みれば有効性のない検診の
方法を、単独の場合と、ほ
かの方法と組み合わせた場
合はもちろん違いますけれ
ども、有効でないと言われ
ている仕事はドクターもや
るのが嫌じゃないかと思う
んですね。それが一つ。正
しいかどうかわからないや
り方でやるのもまずい。
　医師不足の現状でがん検
診を増やす、乳がん検診を
増やすといっても、視触診
を加えてやらないとガイド
ラインどおりでないからだ
めですと言ったところで、

これは増えないんです。む
しろハーム、いわゆるデメ
リットのほうが多くなる危
険があります。
　それはどうしたらいい
か。ガイドラインを変える
べきです。ガイドラインを
もう一度、専門の方々が議
論して、やはり時代に合わ
ないガイドラインであるな
らば、それを早く変えてい
ただく。これをぜひ椎葉先
生にお願いしたいと思いま
す。
　――　今日のシンポジウ
ムの結論が出てしまいまし
た。久道先生、どうもあり
がとうございます。対がん
協会としても医師不足の中
で、なおかつ受診者を増や
していきたい、そういった
状況で皆さん、やっぱり苦
労している。先ほど仁賀木
さんが発表されたナイト健
診だとか、皆さん各支部の
ほうで受診環境の整備をい
ろいろ取り組まれていると
思います。
　平田先生がおっしゃられ
た診療システムの連携につ
いてお伺いします。がん登
録がこれから進んでいくで
しょうけれど、その前の段
階であるがん検診の登録と
いったところも視野に入れ

質問に立つ久道茂・宮城県対がん協会会長

ガイドライン策定時と状況が変われば検討必要

　椎葉　要するにガイドラ
インと違う方式でやられる
ことがいいのかと聞かれる
と、それはだめですという
のが厚労省の立場です。そ
れはどういう質問でも同じ
です。
　ただその背景が医師不足
とか、いろいろなことが起
きてきて、かつてガイドラ
インを決めた時代と状況が
変わっているのであれば、
そういった現状を見据えて
検討していかないといけな
いということで、それがお
答えになろうかと思いま
す。
　――　そういった中でが
ん検診のあり方検討会も立
ち上がっていって議論され
ていくと。
　椎葉　それともう一つ言
いたいのが、健康局の立場
から言うと、逃げるように
とられる方もいらっしゃる
かもしれませんけれども、
職種、医師の立ち合いとか
放射線技師の法の解釈とか
は医政局にあり、実は我々
の課が担当ではないんで
す。
　もしそれを検討するとな
ると、医政局にもきちんと

報告する必要があります。
医療制度全体にかかわるこ
とですから、そこは一旦、
今日あった議論などを持ち
帰って検討しないといけな
いと思います。
　この場で私に聞かれる
と、それはもう指針どおり
やってくださいということ
しかないわけですが、今日
は持ち帰りたいと思いま
す。
　――　わかりました。あ
りがとうございます。先ほ
ども言いましたけれども、
日本対がん協会グループの
支部では年に130万人前後
の乳がん検診を行っており
ますし、胃がん検診は大体
230万人ぐらい実施してお
ります。今おっしゃられた
ようなことが、対がん協会
のまさに検診という屋台骨
の事業であるところにかか
わってきます。本当に持ち
帰っていただいて議論して
いただければと思います。
ありがとうございます。
　ほかに質問はどなたかご
ざいませんでしょうか。
　久道　宮城県対がん協会
の久道です。今の問題です
けれども、がん検診はそも



  対 が ん 協 会 報  （ 21 ）

味でも重要だと思うのです
が。

た形のものはお考えになっ
ていらっしゃいますか。が
ん検診の精度管理という意

平田氏

適切な精度管理が行われているか、疑問も

難しい所見ある乳腺症も

J-STARTの結果も精度管理にフィードバックを

　訴訟とするのかどうか
は、患者さんの個人の権利
であるので、いくら先生方
がガイドラインで難しい症
例とはどういうものかと解
いても、それは別問題だそ
うです。がんであればがん
であるという結果でしか物
を言えないので、プロセス
においていくらしっかりし
た制度が整備されていても
訴訟はあり得る。
　ただガイドラインなどを
しっかり守っていると、敗
訴することは極めて稀とい
うことにはなるのだそうで
す。そのような頻度が増え
るようなことのないように
我々は考えていかなければ
いけない。
　検診医としてはマンモグ
ラフィをしっかり読みなさ

いという状況ですが、先ほ
ど述べたように視触診では
比較的若い世代の方々の検
診自体、やはり現実には
我々は難しさを感ずること
があるのです。
　――　大内先生にお聞き
したいと思います。いわゆ
るがん登録、診療システム
とがん検診をうまく連携さ
せることによって、例えば
40歳代の検診で、どのよ
うな形で見つかった乳がん
が一体どのような予後をた
どっていくかといったこと
の追跡も可能になると思う
んですね。
　それを検診のあり方にフ
ィードバックするというこ
とも可能なんじゃないかと
思ったのですが。

　平田　北海道として取り
組んではいませんが、臨床
の現場で大学の乳腺外科医
の一人として、実際に診療
する患者さんについて、こ
のように検診を受けてきた
のにどうしてこのような状
態で見つかって紹介に至っ
たのだろうかと感じること
があります。
　先ほどのデンスブレスト
も背景にあることも事実で
す。治療が非常に難しい状
況になって、結局大学に紹
介、という患者さんも少な
くありません。その手前の
状態で見つけることが重要
なんですが。
　専門医のあまり多くない
地域での検診ほどやはり専
門医で実施されなければい
けない。でも診療に精通し
た外科医、乳腺専門医が不
足、放射線診断医が不足し
ているというところで、そ
れをどうカバーするのがよ
ろしいのでしょうか。

　大内先生のご提案とし
て、ハイリスクまたは診断
の難しい患者さんの乳房状
態に対しては超音波検査を
ということですが、その超
音波検査もやはり精度管理
が重要です。私ども札幌で
臨床検査技師の先生の技術
差は大きいですね。
　もちろん１回で診断でき
ないことも多いと思いま
す。治療の難しい症例は検
討会を重ねるほど、難しい
症例というのがわかってき
ます。検診の本来のあり方
をあわせてよく考えなけれ
ばいけない。

　以前の画像を見直してみ
ると、確かに初期のがんだ
ったかもしれないという所
見も少なからずあります。
しかしそれを診断するのは
非常に難しい。デンスブレ
ストに限らず、乳腺症には
非常に難しい所見がありま
す。
　そういう病変を読み切れ
なくて、乳腺症で現状をフ
ォローアップ、あるいは生
検という中でうまく生体材
料が得られず二重三重の困
難性が臨床の現場では起き
ていて、結局は時間を経て

難しい状態になった症例も
紹介されることがありま
す。検診に携わる先生方、
ご担当の検診センターの先
生方にもそういう経験があ
り得ましょう。
　誤解により訴訟になると
いうこともあり得ましょ
う。きちんと連絡体制の整
備もしなければいけないと
思われることもあります。
ただ北海道の地方裁判所と
弁護士会のお立場の方にう
かがうと、法整備と検診の
体制問題とは全く別問題で
あると言われました。

　大内　この点は恐らく１
次スクリーニングとしての
がん検診、そこで要精検と
なった方が、どのような精
密機関でチェックされ診断
を受けたかということにつ
ながるわけですので、精密
検査機関の基準も検討する
必要があるということで
す。
　例えば乳がん検診です
と、それにかかわる関連学
会、特に乳癌学会と乳癌検
診学会が合同で精密検査実
施機関のガイドラインを策
定していまして、そこで一
定の資格、条件を持つべき
だと提言しています。
１次検診においてカテゴリ
ー３以上で要精査と言われ
ていながら、精密機関で異
常なしということになり、
実際はがんであったという
ことも多々あります。がん
登録が整備されていれば後
でわかるわけです。

　宮城県には久道先生のご
努力で新生物レジストリ
ー、いわゆる地域がん登録
制度がありますから、過去
20年ほどのデータを振り
返ることもでき、そのかた
がどのような検診の受診歴
をお持ちかどうかも追跡可
能です。一つひとつ丁寧に
見れば、マンモグラフィ検
診を受けた次にどのような
診断であったかということ
まで掘り下げて見ることも
可能になると思います。
　いまJ-STARTでは、超
音波検査、これはマンモグ
ラフィ+超音波がどの程度
有効かということを見てい
るわけです。これは全国ト
ライアルですから、地域に
よって地域がん登録が整備
されているところとそうで
ないところがあります。
　その格差は大変大きいの
ですが、ただ２年後に２回
目の検診を受けるという仕
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す。
　――　ありがとうござい
ました。先ほどおっしゃら
れたとおり、検診の段階か
らうまく連携させて、がん
登録がある地域でのフィー
ドバックにつなげていく、
そんな仕組みがあると良い
と感じていました。
　これが例えばJ-START
に参加してくれた７万
6000人の方々を一つのコ
ホートとしてうまくフォロ
ーしていくような研究や、
本当に実地のがん検診事業
の中でのフォローアップの
仕組みがあった方が良いの
ではないかと思います。
　宮城県の場合も、検診に
繰り返して来ていただける
かたが結構な割合になって
いますから、そこにコー
ル・リコールとかも組み合
わせていけば、かなりの率
でフォローができて、それ
が科学的根拠に基づいた公
衆衛生につながっていく。
そんな一つのインフラにな
るのではないかと思ってい
ます。

組みだけを活用すれば、が
ん登録と近いような精度で
把握できます。
　つまりJ-STARTに参加
された方のフォローアップ
で、１次検査で要精検とさ
れながら、精密機関で何も
ないということだったの
に、次回の検診までに実は
がんであった方がいらっし
ゃいます。
　そういったデータをいま
細かく見ているところで、
そこに精度管理のあり方を
もう一度フィードバックす
る必要がある。
　特に超音波検査について
は、まだ始まったばかりで
す。2000人以上の技師さ
ん、医師も読影講習会を受
けてもらっていますが、こ
れを継続させていくために
は、やはりシステムづくり
が必要になります。
　それはマンモグラフィの
読影講習会と同じ形でつく
っていかなければいけない
と思っています。そういっ
たことが整ったところで、
国としての判断を仰ぐとい
うことになろうかと思いま

かりと捉えていただきたい
というのが第１点です。
　第２点として、私は宮城
県におりますので、宮城県
のことをお話するわけです
が、宮城県が地域がん登録
をずっと整備されてきてい
ます。J-STARTのうちの
１万5000人強が宮城県の
方です。
　このかたたちはずっとフ
ォローできます。がん登録
で追跡できますので、少な
くともこのかたたちのデー
タはしっかりと把握でき
る。この数は２万人近いで
すから、かつて欧米で行わ
れた大きなマンモグラフィ
のRCTの規模と同等以上
の数です。ですから、そう
いった意味では間違いな
く、科学的根拠の裏付けと

なるデータとして上がって
くるだろうと思っていま
す。
　――　どういう検診を受
けてその結果がどうだった
か、その後はどうか、ずっ
とフォローをしていく。が
ん登録とも連携させて常に
分析をしていく。
　そうすることで、大内先
生が先ほどおっしゃられて
いたような、平田先生もお
っしゃっていましたけれど
も、40歳代の乳腺密度の
濃いかたへの検診はどうい
うものがふさわしくて、一
方で、どのような見逃しの
リスクがあるのかというこ
ともわかってくるのではな
いかと、そんな想像するわ
けですけれども。

議論絶えない40歳代への検診

10年20年のフォローができない現状

　大内　J-STARTについ
て、どのようなデータがい
つ上がってくるか、どのよ
うに使えるかということを
我々も相当慎重に考えなが
ら始めたわけですけれど
も、確実に言えることは、
まず８万人近い方が参加さ
れていて、きれいにランダ
ム化されているということ
です。
　あとは結果を待つわけで
すが、そのフォローアップ
の仕組みは、やはり日本は
不十分です。欧米に比べる
と極めて脆弱です。研究費
がなかったら何もできませ

ん。もうその先は真っ暗で
す。
　椎葉課長にお願いしてい
るわけではないのですが、
今は研究費でフォローをし
ていっているので、果たし
て10年20年続けることが
できるかといったら、恐ら
くだめでしょう。
　だからこそ国立がん研究
センターとかが、ナショナ
ルセンターとしてどのよう
な機能が必要なのかという
ことも考えなければいけな
い。いま安倍内閣は日本版
NIHという構想をお持ちで
すが、そういうこともしっ

　大内　先ほど久道先生が
言われたように、視触診に
関しては本当に科学的根拠
がないのです。ないのにま
だ残っていることが私も不
思議なのですが。今度見直
しを行う予定でおりますけ
れども、ここは踏み込んで
書き込む必要があると思っ
ています。
　かといってマンモグラフ
ィは特に若い女性でデンス
ブレストのかたにはウィー
クポイントですから、それ
を補完するためにも何らか
の処置が必要だ、だからこ
そ超音波検査の有効性につ
いてより厳密にチェックす
べきだ、という提案です。
　それで補完できれば、あ
る程度の仕組みとして、新
たな取り組みとして日本の
がん対策の一つになるので
はないか。
　いま国際的にも何度も、
40歳代の乳がん検診につ

いては議論が絶えない。そ
れを何とか日本からデータ
を出して、このような精度
管理をすれば、例えば感
度・特異度が、最初のプラ
イマリーエンドポイントで
すけれども、次に発見され
てくる乳がんの進行度とか
がわかれば、それで一定の
死亡率減少効果も予測でき
ます。大きなデータになる
だろうと思います。
　問題はやはり科学的な根
拠をつくり続けるというこ
とです。それを久道先生は
指摘されたのではないでし
ょうか。その根拠がない視
触診について、これ以上単
独でやることはやめません
かということだと思いま
す。
　――　はい、わかりまし
た。それともう一つは、人
材養成ですね。先ほど平田
先生も指摘されていまし
た。乳腺専門医、いわゆる
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ん検診では、問診のときに
自己チェックの説明とか、
マンモグラフィの説明を兼
ねてお話をさせてもらって
います。
　受診に来ていただいてい
るかたはやっぱり意識が高
くて、そういった知識もお
持ちなので大丈夫なんでし
ょうけれども、受けられた
ことがないかた、イベント
とかでいろいろなブースを
置いて、マンモグラフィの
モデルとかを置いて説明を
しますけれども、興味があ
る方は寄ってみえますが、
やっぱり興味がない方は全
然違うブースに行かれる。
　――　そういったとき
に、例えば市民の方と接す
る中で、「乳がん検診はど
れほど正確なんですか」と
いうような質問を受けられ
たことはありますか。
　仁賀木　いえ、私は受け
たことはないです。

専門医の方が診るのか、そ
うじゃないのかによって発
見時の進行度合いが違って
くるということもあると。
　技師の方々の研修制度が
学会でつくられるというこ
とですけれども、日本対が
ん協会もそう遠くなく、そ
ういう研修の仕組みは考え
ていかなければいけないの
かもしれないですね。
　仁賀木さんにお聞きした
いんですけれども、先ほ
ど、受診者を増やしていく
ために、自治体によってい
ろいろ工夫されていらっし
ゃることをご発表されまし
た。がん検診を受けてくだ
さいと呼びかける説明の信
頼性と言いますか、がん検
診を受けることの意味をき
ちんと理解して受けてもら
っているという感触はあり
ますか。
　仁賀木　ちょっと難しい
ご質問ですけれども、乳が

フィだと７割８割ぐらいで
すか、ということは１回の
検査では２割３割は見逃さ
れている可能性がある。
　そういったところがどこ
まで理解されているのか。
がん検診機関としてはあま
り大きく言いたくないとこ
ろもありますけれども、や
っぱりそういったことを正
直に言わないと信頼性は出
てこないんじゃないかとい
う気もするんです。それで
ちょっとお尋ねしました。
　平田先生、そういった点
はいかがでしょうか。
　平田　受診率を上げる手
法として、金銭の負担を問
題にする人もかなりいらっ
しゃるかも知れませんが、
そうでないかたも多くいる
と思うんです。
　重要なのは、体制と信
頼。検診に対する信頼度が
あるかないかで大きく違っ
てくると私は思います。か
なりの患者さんのご意見と
言えます。
　先ほど申し上げたかった
のは、難しい症例ですぐ
に、がんと診断されなくて
も、経過の中で比較できる

データが、きちんと残され
ていることがまず必要で
す。
　例えばＡという患者さん
のマンモグラフィを読むと
き、あれ、どうかなと思う
ときに、過去を振り返って
比較してみると、例えば５
年分のデータが出て比較し
てみるとか。
　わずかな変化をディテク
トできる仕組みが整備され
ていますと容易に診断がで
きることがあります。この
ようにデータを共有しえる
ならば、乳がんの検診体制
に対する信頼度は変わって
くると思うんですね。
　いろいろ大変なご苦労を
自治体でなさっていても、
やはり本質的な点でそろそ
ろ少し変わらないと検診体
制の信頼は得られないと思
います。
　大内先生にお聞きしたい
んですけれども、フォロー
アップを経年的にずっと行
っていくときに、インフォ
ームドコンセントのことが
問題となります。
　がん登録でもそうなんで
すけれども、きちんとデー

北海道、福岡。それぞれの地域の状況を語る平田氏（右）と仁賀木氏

がん検診の「限界」も正直に説明

　――　がん検診への信頼
性という意味で、前回のシ
ンポジウムでも話題になっ
たのですが、感度・特異度

というか、どれくらいの精
度があるのかということを
きちんと説明する必要があ
ると思います。マンモグラ
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　欧州のほう、先ほどご紹
介したスウェーデンは、法
律でフォローアップをする
と決めている。個人情報と
は別に決められているんで
すね。患者さんに了承して
もらっていればフォローア
ップしていいわけですけれ
ども、一般的に行われるこ
とにならないと、なかなか
難しいと思うんです。
　先生は実際にレジストリ
ーされていて、今後の展開
にどのようなご意見をお持
ちか教えてもらえるでしょ
うか。

タベースをつくっていく上
でインフォームドコンセン
トは大切なことだと思いま
す。いま手術のデータベー
スをつくっているわけです
が、手術症例も最大３カ月
しかフォローしてないのが
現状です。
　なぜそうしているかとい
うと、情報管理に関する倫
理学のご専門の教授職の中
に、個人情報保護法に触れ
るというご意見がありま
す。そうでないというご意
見もあるのですが、レジス
トリーとしてどのように考
えればいいでしょうか。

体制になっています。その
ときに、それを見てもいい
かどうか、ご本人の承諾は
得てはいないはずです。
　がん検診については個人
情報保護の条例等から対象
外となっていることは皆さ
んご存じの通りですが、デ
ータそのものの管理にどこ
まで制限を加えられるかと
いうことについては確かに
考えたことはありませんで
した。
　こういうことはどうして
も一般の方を対象とします
ので、そのときのインフォ
ームドコンセントについ
て、そもそも必要があるか
どうか、それは関連する学
会も含めて検討が必要なの
かどうか。いかがですか。
　通常、いわゆる保健福祉
サービスとして行われてい
るがん検診のデータの中で
取り扱われる検診機関が保
管しているものを、法律的
に対策を立てる必要がある
かどうか。これこそまた厚
生労働省のほうにお聞きし
ないといけないのかなと思
います。医政局ですか。
　――　厚生労働省の考え
というよりも、それは今の
ところいわゆる既存のデー
タの活用という形、個人情
報をどこまで使うか、個人
にフィードバックするかど
うかというところにもかか
わってくると思いますが、
いわゆる個人情報と切り離
した段階で、そのデータを
使って研究しようとした場
合も、個別の倫理審査が必
要になるのではないでしょ
うか。
　大内　いや、研究じゃな
いです。そうじゃなくて、

フォローアップの仕方につ
いてです。
　――　フォローアップの
仕方で、フォローアップす
るときも既存のデータの活
用という点で、それをどう
考えるかによって解釈が変
わってくると思います。
　といいますのは、日本対
がん協会も現にいろいろな
データを持っていて、これ
をどう活用していくか考え
ていこうとしているんです
けれども、それはまた専門
の法律家とか生命倫理等に
詳しい人の意見を聞きなが
ら解釈していかなければい
けないと思っているところ
です。
　今日のシンポジウムの議
論と少し逸れていくことに
なるので、それはまた別の
機会に。いかがでしょう
か。
　平田　私はJ-STARTの
システムがよろしいと思い
ます。しっかりとレジスト
リーをしてフォローアップ
をすることが、それががん
検診の信頼の確立につなが
ると思います。私が申し上
げたかったのは、いま日本
の国内で整備されていない
部分が大きい壁として立ち
はだかることがあるという
ことです。
　――　それは先生がおっ
しゃるとおりだと思いま
す。そういったことの活用
について、まだ制度が整備
されていないと思います。
だから、それはいろいろな
考え方があるでしょうか
ら、どこかでルール化が必
要なのではないかと、いま
は思っています。

仁賀木氏

　大内　ご質問は、具体的
には、いま、マンモグラフ
ィがデジタル化されました
ので、ストック状況にもよ
りますけれども、ビューア
でその方の過去のマンモグ
ラフィを比較読影できま
す。その振り返るためのデ
ータベースを構築するとき
に、インフォームドコンセ
ントが必要かということで
しょうか。
　平田　そうです。
　大内　ストックするこ
と、そのものについてもイ
ンフォームドコンセントが
必要かどうかということで
すね。

　平田　外科学会の中で、
レジストリーシステムを構
築したときに、法律家によ
ると包括的なインフォーム
ドコンセントでよろしいと
思って行っています。しか
し、それでは不十分だとい
うご意見の先生もいらっし
ゃいました。
　大内　レジストリーとは
また別な観点からお話しま
す。今日は宮城県対がん協
会の担当の方もおられます
ので、もし間違っていたら
訂正願いますが、デジタル
化して随分たちます。ビュ
ーアで過去のマンモグラフ
ィの画像も比較読影できる

検診の登録にインフォームドコンセントは必要か

がん登録の法制化　発見の経緯も審らかに

　椎葉　関連の情報ですけ れども、国会でがん登録の
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限界が見えてくるかと思い
ます。大内先生もしくは椎
葉課長、そういった点はい
かがでしょうか。

いう議論が行われていて、
今後それぞれの役割を見直
すのか見直さないのか。今
のままだと市町村の役割の

法制化が議論されておりま
す。「国会がん患者と家族の
会」という会がありまし
て、これは自民党の尾辻
（秀久）先生と塩崎（恭久）
先生などが取り組まれてい
る超党派の議連ですけれど
も、今こちらのほうでがん
登録の法案のパブリックコ
メントを公募している最中
です。国会がん患者と家族
の会のホームページにアク
セスしていただければ、そ
の法案の要綱や条文が載っ
ています。
　これは今年の臨時国会で
出したいということで合意
していますが、この法律が
動きますと、都道府県の間
で格差がものすごく大きか
ったところが均一化されて
いきます。そしてがんが発
見に至った経緯がわかりま
す。要するに上流がわかり
ます。
　それから、その方がどう
なったか、お亡くなりにな
ったか、生きていらっしゃ
るのかということが、市町
村の死亡情報を国が突合す
るというシステムができ上

がります。
　その結果、この地域では
がんがより早期に見つかっ
ているとか、検診をよくや
っているので見つかってい
るとか、この地域では見つ
かるがんのステージが遅い
とか、がん発見の「見える
化」が図られると思いま
す。
　このがん登録により、検
診の評価やフォローアップ
ができるのではないかと思
います。私も法律ができた
後の体制づくりはしっかり
やっていきたいと思ってい
るところです。
　――　それはぜひ一日も
早く実現していただきた
い。検診機関としてみると
一方で責務を感じるわけで
すけれども、やっぱりそれ
はぜひ進めていってほしい
と思います。
　これも精度管理並びにガ
イドラインをいかに徹底し
ていくかということにもか
かわりますが、最初に大内
先生が触れられていた保険
者の役割、市町村の役割に
ついて、検討会では、どう

受診率向上に事業者・保険者の連携

大内氏（右）と椎葉氏。議論は検診制度のあり方にも踏み込んだ

　大内　がん検診のあり方
に関する検討会の第４回か
ら７回までは、受診率向上
に関する点で検討を重ねて
きましたが、先ほど最初の
ほうでお示ししましたよう
に、一応第７回でまとめさ
せていただきました。
　結論としては、国民全体
を対象とすることが前提で
すので、現在の市町村事
業、健康増進法に基づくが
ん検診のみならず、職域、
特に働き盛りの方々――働
き盛りの方々については別
な方向からも、がん対策基
本計画に盛り込まれていま
すので、さらに重点的に議
論しました。
　職域という言葉だけでは
済まないだろうと、より踏
み込んで、企業における検
診の実態も把握すべきだと
いうことに鑑み、まず保険
者及び事業者の連携を図り

つつ、継続的に、がん検診
受診率の向上施策について
取り組んでいく、という書
き込ぶりです。
　その根底には、保険者及
び事業者の責務で科学的根
拠のあるがん検診を行った
上で受診率も把握できるよ
うな仕組みをとっていただ
きたいという希望がありま
す。いわゆるメタボ健診と
同じような仕組みがとれな
いかということで議論が始
まったと私は理解していま
す。
　椎葉課長は多分言いにく
いだろうと思いますけれど
も、実はこれはいま厚労省
の中でも健康局と保険局と
で協議に入っているとうか
がっております。
　ぜひそういう形で進めて
いっていただければ、
1998年にがん検診の一般
財源化がなされ、検診の受
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す。
　北海道という広い地域
で、３大学がいかにして人
材を養成していくか。そこ
にこれから放射線技師、並
びに超音波の技師の養成が
加わります。なおかつ一般
の方へのいろいろな教育も
していかなければいけな
い。
　公立大学の病院長とし
て、肩にいっぱい荷物がか
かってきていると思われま
すが、いかがでしょうか。
北海道の地域からこのよう
な形で効率的な、なおかつ
一般の検診受診者の方に検
診が受けやすい、並びに精
度の高い検診をつくってい
くにはどうしていったらい
いか。お考えをお聞かせく
ださい。

どこでとなると、わざわざ
別の医療機関に受けに行か
なくてもいいのかなという
かたもいらっしゃいます。
ですので、やはり特定健
診、一般健診とがん検診が
一緒になった総合健診が理
想だと思います。
　――　わかりました。特
定健診が導入されたときは
がん検診にも随分影響し
て、がん検診受診者数が下
がったという経緯もあり、
そのあたりは注目していき
たいと思います。どうもあ
りがとうございます。
　平田先生。地域におい
て、先ほどおっしゃられた
ように、がんの発見の差が
出てくる、専門医ばかりで
はなく、専門医ではない人
が検診に携わらざるを得な
い、という現実がありま

連携強化という意味で書き
込んでいます。あとは椎葉
課長にお願いします。
　――　椎葉課長、話して
いただける範囲で結構です
ので。

診率が下がって以降そのま
まという状態の打開につな
がるのではないか。大きな
ステップアップに、という
ことで、最終結論のところ
には保険者及び事業者との

効率的・効果的かつ受診者への利便性も

　椎葉　大内先生に座長を
お願いしています検討会で
そういった議論があり、特
に保険者ががん検診も実施
している韓国のような例も
報告されています。
　最終的な報告書ですが、
「おわりに」というところ
にこう記載されています。
その原文を読ませていただ
きます。
　「今後は具体的な取組と
して、可能な地域から市区
町村・都道府県と被用者保
険の保険者や事業者との情
報共有を開始するととも
に、今後、受診者にとって
利便性が高く、より効率
的・効果的ながん検診が制
度として永続的に実施でき
るよう、継続して多角的に
検討していくことが求めら
れる」
　言い回しはなかなか難し
いんですけれども、要は今
のままではなくて、もっと
多面的、多角的に利用者に
とって利便性が高く、より
効率的・効果的ながん検診
が制度として永続的にでき
るような検討をしてくださ
いということです。それが
報告書の「おわりに」のと
ころです。
　これを受けまして、もと
もと市町村事業、老人保健
事業でやってきた健診が保
険者に移り、がん検診が取
り残されている状況ですけ
れども、もう一回ラブコー
ルをすることができるのか
どうか。

　職域の中でいまだに視触
診単独などが残っていると
いうことで、それは私も信
じられないところですが、
科学的根拠のないものがま
だやられているという現状
や、それから今後フォロー
アップもできるがん登録制
度もできるであろうという
状況なども踏まえまして検
討したい。
　今日いただいたご意見な
どは全部メモしておりま
す。厚労省に持ち帰ってい
ろいろ検討したいと考えて
おります。
　――　ありがとうござい
ます。ひょっとしたらがん
検診の実施体制が大きく変
わる可能性がある状況とい
うことなので、注目して見
ていきたいと思います。対
がん協会もがん検診機関と
して、できる限り声を課長
のもとに届けていきたいと
思います。
　仁賀木さんにお聞きした
いのですが、特定健診とが
ん検診が一緒に行われる
と、がん検診を受ける人は
増えると思われますか。
　仁賀木　いま本当に、協
会けんぽの被扶養者健診を
受け入れたことでがん検診
の受診者数も増えていま
す。やはり皆さん、特定健
診もがん検診も一緒に受け
たいんですね。
　でも、協会けんぽのかた
は、どうしても市町村では
がん検診しか受けられな
い。そうしたら特定健診は

人材の育成　大学と検診機関の連携が重要

　平田　おっしゃるとおり
で、重要な役割を大学には
担わされていると思いま
す。制度がより科学的なエ
ビデンスに基づいた形でで
き上がったとしても、そこ
にすぐ参加できる人材がい
なくてはなりません。
　その育成が大学では可能
で、そのようなことを準備
しているということを我々
は北海道民に伝えていく、
あるいは報道機関との連携
の下、制度・体制のあり方
も含めて各種医療専門職の
リーダーたちとともに道民
に伝えていく。また国民の
一人ひとりにも考えていた
だく。
　そういう積み重ねの中
で、対がん協会とともに、
あわせて連動していくとい
うことが今の段階では重要
なことでありましょう。
　今日は乳がん検診がテー

マですが、大学病院におり
ますと、例えばがん登録一
つとりましても、実際にが
ん登録を入力する人が誰な
のか、特定機能病院という
ことで、財務力がかなり厳
しくなっています。やはり
政策的資金がどう動くか、
限られた医療費の配分の中
で非常に気になるところで
す。
　また、その分野で働く人
たちの価値というか、先ほ
ど申し上げた職業人として
のプライド、責任という部
分が理念とは別に働きます
ので、制度をきちんと作り
上げて、働くことに自信を
もてるようにしていただく
ことが大切だと思います。
　一生懸命教育をする中
で、個人の興味で積極的に
参加してくださるかたはご
くわずかいらっしゃいます
が、きちんとした制度がな
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ければ多くの方はその価値
を認めないというのが現状
だと思います。
　やはり人材育成のために
は、教育、精度管理という
システム、それから検診体

時国会でがん登録の法制化
の話が出てきて、かなり可
能性があるのではないかと
私は期待しています。
　これが動き出しますと、
議論がありましたように、
がん検診の意義が非常にク
リアにつかめると思いま
す。いまパブリックコメン
ト中だそうですが、ぜひ日
本対がん協会の総意として
もがん登録の法制化が進む
ように押していければと願
っています。この二つをコ
メントさせていただきま
す。どうもありがとうござ
いました。（拍手）
　――　垣添先生、どうも
ありがとうございます。司
会の不手際で若干議論が錯
綜したところもあり、誠に
申し訳ありませんでした。
このシンポジウムはこれに
て終わらせていただきま
す。ご登壇いただいた先生
方には、この後のレセプシ
ョンにも参加していただく
ことになっておりますの
で、ご議論いただければと
思います。先生方、どうも
ありがとうございました。
もう一度拍手をお願いいた
します。（拍手）

制の変革が重要です。
　そういうことを発信して
いただくだけで関係者の努
力につながろうかと思いま
す。

　やはり先ほど久道先生も
おっしゃったように、ある
いは大内先生もおっしゃっ
たように、視触診単独では
エビデンスがないというこ
とであれば、国のガイドラ
インの中に入っているとい
うこと自体、私もやっぱり
おかしいと思うんですね。
　大内先生が主宰されてい
るJ-STARTの結論に基づ
いて、科学的な根拠に基づ
いて変更するのは理想でし
ょうけれども、まだ少し時
間がかかる。
　その間に、やはり日々検
診に従事しておられる皆さ
んにご迷惑をかけていると
いうことを考えますと、椎
葉課長に頑張っていただい
て、医政局との検討を早め
られて、J-STARTの結論
が出る以前に、もし可能だ
ったら、今の国のガイドラ
インを変更していただけれ
ば大変ありがたいと思いま
す。これが１点です。
　もう一つは、がん検診と
がん登録との連携の話です
が、これもすごく大事なこ
とだと私は思っています。
椎葉課長からご発言があり
ましたように、この秋の臨

「ガイドラインの変更を」と話す垣添忠生・日本対がん協会会長

各地の支部と大学の連携強化

　――　そういうときはぜ
ひ、例えばもちろん全国に
医科大学があり、全国に支
部があるわけで、私たち日
本対がん協会の支部ないし
は検診機関として、大学の
ような教育機関と一緒にな
って何かできることがある
と、検診機関側のモチベー
ションにもつながっていく
と思いますので、ぜひ、一
つのモデルをつくっていた
だけると助かります。あり
がとうございます。
　椎葉課長にお聞きしたい
のですが、先ほど来年度の
概算要求の中で、コール・
リコール制度、2.8億円と
いうのがありましたが、あ
れはどういった形で展開さ
れようとしていらっしゃる
のでしょうか。
　椎葉　担当から、「財務
省に要求しているスライド
もありますので、これもつ
けますか」と言われたの
で、じゃあつけようかと思
って持ってきたわけです。
コール・リコールの推進、
特に市区町村が実施するコ
ール・リコールはすごく効
果があるといわれます。検
討会の報告にもございまし
たけれども、そういった個
別の勧奨についてはきちん
とやらせていただきたい。
そのために2.8億円、市町
村補助率２分の１で要求を
考えました。
　いろいろなウェブ情報と
か、保険者、事業者による
がん検診の連携モデル事業

とか、マーケティング手法
を用いた取り組みのモデル
事業もやろうかとか、かな
りいろいろ盛り込んで10
億円の要求をしています。
　これが全部認められるか
どうかわからないんですけ
れども、なるべくたくさん
予算を認めていただいて、
これらの政策が次に生きる
ようにいろいろと努力して
いきたいと思います。
　――　わかりました。あ
りがとうございます。ここ
で垣添先生、今日のディス
カッションについて、雑駁
な議論になった部分もある
のですが、コメントをお願
いします。
　垣添　大変興味深く聞か
せていただきました。コメ
ントを二つさせていただき
たいと思います。一つは、
マンモグラフィ+視触診の
問題で、今日のシンポジウ
ムのかなりの時間をかけて
いろいろな立場からご議論
がありました。
　前の厚生労働省のがん検
診のあり方に関する検討会
の乳がん検診の中で、大内
先生がおっしゃったように
マンモグラフィを基本とし
ながらも、強い意見があっ
て視触診も加えたんです
が、それがいま検診をずっ
とやっておられる対がん協
会の皆さんにも大変ご迷惑
をかけていると思って、じ
くじたるものがずっとあり
ます。今もそう思っていま
す。
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　こんないい季節に北海道
に来ることができて本当に
うれしいです。飛行機から
降りた途端、何て爽やかな
んだろうって。
　今日は、乳がんの手術を
受けて闘病してきた体験を
ぜひ皆さんに。少しでもが
んのことを考えるときの話
の種になれたら、少しでも
参考になれたらいいなと思
ってお話します。
　私、名前はアグネスなん
ですけど、いつも元気で仕
事も休まないから仲間はタ
フネスと呼びます。自分で
も病気にならないと自信過
剰になっていて乳がんの検
診も一度も行ったことがな
かったんです。
　2006年にNHKの番組に
出ました。特集していたの
がリレー・フォー・ライフ
です。70年代にアメリカ
の医者が始めた運動。がん
患者を助けるために24時
間１人で走った。それで募
金して。一般の人たちは
24時間走れません。じゃ、
たすきをつなげてリレーに
しようと。日本で初めて行
われたのがテレビで紹介さ
れて、女性の姿が美しく
て、輝いていて、すごい感
動して、来年は会場に行き
たいと誓いました。
　夢がかなって2007年９
月、芦屋でのリレー・フォ
ー・ライフに参加して、す
ごい感激して帰ってきたん
です。
　たまたまスケジュールが
あいたある日、寝転がって

大変なんですけど、周りの
人たちも大変なんだなと。
　みんなで慌てたら乗り越
えられない。そのとき決心
しました。じゃ、いつもの
とおりにこにこして「あ、
大丈夫、大丈夫」と言って
おけば、みんなで勇気が出
て乗り越えられるから、ま
ず自分が落ちつくことだな
と思って、おかげさまで落
ちついて先生の話を聞くこ
とができました。
　手術は10月１日、ピン
クリボンの日でした。そん
なラッキーというか、偶然
というか。
　リレー・フォー・ライフ
の仲間からもメールがあり
ました。「手術が成功してお
めでとう。きっとアグネス
さんが会いたかった、でも
天国に行ったリレー・フォ
ー・ライフの仲間が天国か
ら教えてくれたんじゃない
の」って。もう号泣でした。
　今年１月に全て治療が終
わりました。５年間生存で
き、本当にとってもありが
たく思います。副作用もあ
りましたが、再発再発で治
療を受けて大変な思いをし
ている人と比べれば、私の
副作用なんて、言葉を許し
ていただければ、へみたい
なもんです。
　ぜひぜひ皆さん、検診に
行っていただきたい。そし
て、がんになっても怖くな
い、がんに負けない、そう
いう社会をつくっていくの
が大事ではないかと、本当
にそう思います。

テレビを見ていたら、右胸
がちょっとかゆいと感じて
かいてみたんですよ。そし
たら、えっ。
　マンモグラフィを受けた
ことがなかった。本当は
40歳過ぎたら必ず、なん
です。
　うわさどおりでした。痛
かった。胸を引っ張り出し
て透明な物でぴしっと挟
む。それで写真を撮る。で
も、死ぬほどは痛くない。
一瞬で終わります。
　ひっかかりました。「乳が
んかもしれませんね」。初
めて乳がんという言葉を先
生の口から聞き、ドキッと
しました。そして細胞を検
査しました。
　待っている間が一番長い
ですね。その日、仕事を終
わって夫と夕飯を食べ終わ
ってから、ずっと電話とに
らめっこですよ。先生から
電話がないので、夫が病院
にかけたんです。夫が「あ
あ、そうですか。ああ、そ

うですか」って、顔がどん
どんどんどん暗くなって。
結果を聞いたら夫が「よく
ないよ。乳がんだよ、乳が
ん」って。車で病院に行き
ました。
　ちょっと悔しさが込み上
げてきました。何で私？っ
て。誰にもあり得ることな
ので、たまたまくじを、と
いうようなことかもしれま
せん。でも、そのときは悔
しかった。車の中で泣いて
しまいました。
　夫は怒り出して「何、泣
いてんだよ。人間というも
のはね、寿命があるんだ
よ、寿命。おまえが寿命が
来たら、死ぬんだよ。来て
なければ死なないんだよ」
って。冷たく聞こえるよう
ですが、何となく納得し
た。ああ、そうかもしれな
いなって。よく顔を見た
ら、すごい慌てているんで
すよね。そのとき初めて知
りました。がんというの
は、なったほうはもちろん

記念講演 「明るくさわやかに生きる　　　
　　　～アグネスが見つめた命」

がんに負けない社会づくりを呼びかけるアグネス・チャンさん

日本対がん協会ほほえみ大使　アグネス・チャン氏


